パブリックコメントの実施結果について
１　実施概要

（1） 実施目的

・「江東区景観計画（素案）」に対する意見の募集

（2） 意見募集期間

　・平成21年1月15日（木）～2月4日（水）

（3） 意見の提出方法

　・郵送（区報掲載のはがき等）

　・ファックス送付

・区ホームページからの提出

・都市計画課窓口への提出

（4） 提出人数

　・提出人数：１５３人
表　パブリックコメントの提出人数（提出方法別）

	提出方法
	実数
	割合（％）

	郵送（区報掲載のはがき等）
	138
	90.2

	ファックス送付
	3
	2.0

	区ホームページからの提出
	12
	7.8

	都市計画課窓口への提出
	0
	0

	計
	153
	100


表　パブリックコメントの提出人数（性別）
	性別
	実数
	割合

	男性
	95
	62.1

	女性
	51
	33.3

	法人
	2
	1.3

	不明
	5
	3.3

	合計
	153
	100


表　パブリックコメントの提出人数（年代別）
	年齢階層
	実数
	割合

	20代以下
	4
	2.6

	30代
	20
	13.1

	40代
	17
	11.0

	50代
	23
	15.0

	60代
	51
	33.4

	70代以上
	31
	20.3

	法人
	2
	1.3

	不明
	5
	3.3

	合計
	153
	100


２　いただいたご意見と区の考え方
	意見番号
	江東区景観計画（素案）へのご意見

※一部要約しています　
	区の考え方

	1
	区内全域の街灯を全て下向きに変えてほしい。以前に比べ、東京の空はかなりきれいになったと思います。暗い星も見られるようになりました。が、街灯の明かりでさまたげられています。防犯上難しい点はあると思いますが、策はあると思います。光害のない区をぜひ要求したいと思います。
	　江東区では、平成１７年度後半から街路灯を省エネ型への切り替えと併せて照明器具の環境配慮型への更新に取り組んでいます。

	2
	区道ガードレールの色を白で統一して頂きたい。調練橋交差点のガードレール「コーナー」が緑で汚れて見苦しく、きたない。
	現在は白に統一されていて、新しく設置する際は、白いガードレール、パイプを使用しています。既存の緑色のガードレールは道路の改修などにより、順次白いものに替えております。

	3
	番所橋通りの街路樹をマロニエの木で統一しよう。番所橋から京葉道路まで両側10メートル間隔で、10年後には名所になりますよ。小松川公園側は桜で名所になっています。予算がなければ1本13円で募集すればよい。その木の木札に名前を記す。但し、50%は地区の老人ホームと幼稚園に寄付する。
	都道管理者である、第五建設事務所に伝えます。

	4
	(5)清澄庭園景観形成特別地区について

とても良好な景観形成がなされるとは思えませんが。庭園内からの眺望に関してはわかりますが。何といって周辺の汚さ、道路の未整備等が目立ち、観光まちづくりとはほど遠いと思われます。観光バスが止まって観光客の方々が多く、また門前仲町から歩いてくる方々も雰囲気を楽しまれている感じは全くありません。江戸資料館、霊巌寺等小京都を感じさせるのに充分な環境なのに、地域イメージが全然感じられず非常にもったいない。
	景観計画に「まちの特性を生かしたイメージの創出」などの景観形成基準を定めています。

	5
	１．小名木川、新高橋～大富橋間の作業船を撤去して欲しい。区の管轄外かとは思いますが、かねてから見苦しく思っております。是非ご協議の上、お願いします。

２．高橋～新高橋間の小名木川両岸の松を桜に変えて欲しい。隅田川から小名木川～大横川の沢海橋までの桜並木が完成すれば区の桜名所になります。


	１．ご指摘の船舶は、河川法による係留許可を受けているため、撤去を強要することは出来ませんが、景観への配慮に努めるよう要請します。

２．水辺の散歩道沿いの高木は基本的には河川毎に樹木を選定し植栽しており、小名木川は、区の木である黒松を中心に選定しました。

	6
	明治通りから荒川への方面、つまり私が住んでいる地域だが、住宅街の中に工場や運送業あり、昼間子供たちと過ごす主婦として、危険を常に感じる。門前仲町等は、同じ江東区でも住宅費は高く南砂方面へ流れてくる外国人の方々も、「なぜ？」との声を聞く。マンションも多く建って、人も増えているので、

１．もっと住宅街として町造りをして欲しい。２．南砂から東砂への道に街灯も明るく増やしてほしいし、美しい水辺の街にして欲しい。きたな過ぎる。
	１．年々住宅が増えていることは区としても把握しているところですが、工場等が存在するのも事実であり、住宅中心のまちづくりをするには、土地利用の状況を慎重に見極めていく必要があると考えています。また、個々のマンション計画に際しては、事業者に対して事前に公開空地等の整備を指導し、良好な住環境の整備及び市街地環境の形成の促進に努めているところです。
２．江東区の街路灯は区道２５ｍに１基設置することを基本計画としております。

	7
	私は台東区から江東区に引っ越してから30年経とうとしています。そのころから見ると大変景観も変り、良くなっている様に思います。ただ私が散歩している仙台堀川、横十間川、小名木川など、水辺景観都市と主張するなら、１．もう少し川の水もきれいにしてほしいと思います。いつも散歩していて残念に思います。

２．それと歩行者と自転車の道を区別して下さい。自転車がわがもの顔でスピードを出して通り過ぎて行くのはとても残念です。私は耳が聞こえませんので。
	１．河川水質は改善してきていますが、江東区環境基本計画に基づき、引き続いて水質や底質の調査を実施して実態を把握するとともに、河川の汚れの原因になっているヘドロの除去、ゴミ等の浮遊物の清掃を行い水質の浄化に努めます。また、河川のよどみを改善したり水辺の整備を関係機関と連携して推進します。

２．特に自転車の多い親水公園を対象に歩行者と自転車の分離を検討しているところです。次善の策として当面は園路の拡幅やマナーアップを求めるお知らせ板の設置で対応してまいります。

	8
	都市空間の活用はいいですが、結局固有物を計画して作っても個人に対して何の目的にならない。ただ区の税金を使ったりするだけ、私などが年金暮らしで高い税金、固定資産税が高すぎて支払が出来なくなる。もっとそんなこと良く考えてほしい。公園など新しい物を作っても、犬などが散歩してふんなどを残していく。飼う人が多くなり、もっと犬税かけた方がいい。まだローンが残っているのに、区民税なんて支払うなって。高い税金だ。
	良好な景観が形成された魅力あるまちなみは区民共有の重要な財産であると考えております。そのため、必要な範囲で適正な整備を行っていきます。

	9
	１．景観計画の基本方針については、東京都との兼ね合い、連携が必須であり、特に臨海基本軸については広大な都有地が多いように思います。（年数回サイクリングがてら遊びに行きます）したがって、当区だけで基本方針を策定したとしても、都の動きによっては、多大な影響を受けることが予想されます。区の素案を見る限り、この点については触れられておりませんので教えて下さい。

２．用語　対象地域が地域、軸、重点地区、特別地区というようにいろいろ用語が使われている意味は何ですか。


	１．東京都景観計画との整合を図っており、また、都有地も本区の景観計画に沿った建築計画とする必要があります。

２．東京都景観計画との整合を図るため生じています。

	10
	東雲一丁目9番地高層マンション群と地下鉄辰巳駅との間の橋（辰巳桜橋）の両脇に、風除けフェンスをつけて下さい。風が強いと、前にも進めず、傘が飛んで、けがになります。子どもや年寄が飛ばされます。大人でも傘はさせません。とても危険です。ちょっとの風が吹いてもかなりの強風です。
	辰巳桜橋はその形式からフェンスの設置は困難です。

	11
	私の住んでいる下町水網地域の景観形成の目標、基本方針に賛成です。細かいことについての意見を述べます。

１．水辺の散歩道をできるだけつないで、なるべく道路に上がらないですむようにして下さい。（基本方針の③に該当）

２．川やその周辺にごみが落ちているとがっかりします。住民の協力を得て、きれいに保つこと、川辺のごみ拾いへの参加を求める。また、堀や川の浚渫を適時行う。

３．ボラの群れが泳いでいます。大きな魚がいることは嬉しいこと。うまく利用できないでしょうか。
	１．工夫は必要だと認識していますが、橋によっては、高さや幅などの制約から難しい箇所があります。

２．風で運ばれたもの、上流から流れついたもの、捨てられたものなどであり、その清掃は定期的に実施しております。

３．今後の課題とさせていただきます。

	12
	先ずは、江東区＝（イコール）ゴミの町というイメージを一掃するために既存の施設（町の路、公園等）の清掃が日々なされることが（仕組をつくる）先決で重要な課題である。その上で、道路を（町中の）整備し、江東区の歴史を生かし、河川を生かした都市を作ることが重要である。
	公園清掃は、公園利用状況等によって週１回から６回清掃を行っています。

区が管理する道路は、定期的に清掃を行っています。ゴミの多い箇所は、回数を増やすなどの対応をしていきます。

	13
	先ず、道路、商店街のゴミをなくす。常にゴミを拾う。テナントも含めて全員美化に努めること。どんなきれいな箱物を作っても台無しである。成功の代表例が浅草です。一時は人出もなく、寂れていたのですが、おかみさん達を中心にテナントも協力して、ゴミもなく、常に清掃して、今では土、日はもちろん、平日も多くの観光客で賑わっている。門前仲町界隈もきたない。亀戸駅前から亀戸水神までの道路もゴミで最低である。店の中にまで鳩が入っている。外の電柱だけでなく、店の中まで飛び回っているが、衛生上の問題で保健所も注意しないのが不思議で、知人も亀戸天神に行ったが、亀戸は汚い街と報告してきました。渋谷も街の美化に力を入れているが、若いテナント経営者に行きわたらなく苦慮していると聞いております。


	区が管理する道路は、定期的に清掃を行っています。ゴミの多い箇所は、回数を増やすなどの対応をしていきます。都道は管理者である、第五建設事務所に伝えます。

区では、「みんなでまちをきれいにする条例」などで、区民一人ひとりの「まちを大切にする心」の醸成を進めています。今後、関係する部署がそれぞれの立場や機会を通して、まちの美化について啓発してまいります。

	14
	東京湾の海の玄関として、海上から見て（あるいは対岸などから）美しい近代建築群による都市計画を進めて下さい。見本はシドニー市です。サンフランシスコも同じ。そのために、長期都市計画の発表、建物（ビル）の形、色彩、組合せの規制（行政指導）を強力に進めて下さい。そうしないと欧米の様な歴史に残る美しい町づくりはできない。
	景観計画に色彩基準、景観形成基準等を定めています。

	15
	コンクリートの会社は、マンションが立ち並ぶ住宅街の景観を損ねていると思います。移動していただき、緑地化されると美しいと思います。
	今後、建替え等の際には景観形成基準に基づき指導します。

	16
	仙台掘公園について

景観計画とは異なりますが、今仙台堀公園は中高年向きになり、子ども達（小学生）などの遊び場が北砂五、六地区には少なくなっています。アスレチックを作っていただきたいと思います。河川の工事も進んでいますが、あまり釣りをしている人を見かけません。全て整備が終われば違ってくると思いますが。池もきれいになり、ご老人の方々がみえていて、子ども達がザリガニなどを取りに行くと、釣りの邪魔になると怒られているようです。もう少し子ども達の遊び場を造っていただきたいと思います。
	アスレチック遊具の設置については、今後設置の方向で考えてまいります。

	17
	以前、地下鉄西大島駅にエレベーターが設置された際、地上の建物がけばけばしいショッキングピンクに塗装されびっくりしました。イヤだなあと思っていたところ、すぐに塗り直されました。抗議が殺到したのだと思います。景観の色彩は本当に大切です。ひとつ毒々しい色調があるだけで、街は下品になります。ぜひ色彩を大切にして下さい。灯りや落ち着いた色合いは、人の心までなごませてくれます。水辺や緑で心いやせる空間を、これからもぜひ作って下さい。
	景観計画に色彩基準を定めています。

	18
	私は月に2回くらい東京都の水辺ライン隅田川のボランティアガイドをしています。江東区民なので、江東区のことを宣伝しよう！と思っていますが。芭蕉記念館、屋根しか見えない。芭蕉庵史跡展望庭園にある芭蕉坐像も後方の植木と同系の色なので目立たず、中央区ガイドに負けていると思うことが多々有ります。机の上の論理ばかりではなく、実際川から見てはいかがでしょうか。お金のかかる事だし。


	水域から望める建築物等については、水域に顔を向けるなど水辺を生かした計画とするよう景観計画に定めています。

	19
	江東区東雲１丁目から、辰巳駅（有楽町線）に向かう橋（桜大橋？）が海からの風と高層マンション群からの風が、大変強く、とても危険です。子どもや年寄が強風時には飛ばされたり、荷物や傘も飛んでいってしまい、けがを負っています。橋のところにフェンスを立てて下さい。歩けません。
	辰巳桜橋はその形式からフェンスの設置は困難です。

	20
	東京に出て半世紀以上経ちました。荒川の土手も川の水も毎年美しくきれいになっていく散歩道を、すぐそばにもっている私達は幸せに思いつつ、もうちょっとあの船着場のぶざまな姿を何とかならないものかと、通る度に思いつつ、誰にどう訴えたらよいかわからず、思っていたらこの記事があったので、ペンを取りました。どうぞ葛西橋北の方の船着場はもう増やさないで下さい。美しい景観を保つようお願いします。早朝車が自由に船着場に通っていますが。
	葛西橋北側の船着場を管理している国土交通省荒川下流河川事務所に連絡いたします。

	21
	以前から思っていたのですが、広大な空地に高層建築物を建て過ぎているので、景観、安全性、環境の面から良くないので、高層建築物に対する基準を厳しくして下さい。
	景観計画に、オープンスペースの設置や隣棟間隔の確保などの景観形成基準を定めています。

	22
	折角の景観に汚点をつけないで！　江東区の管理している夢の島運動場の辰巳運河側に静かなジョッキングコースがあります。これから暖かくなりますと、そこが溜り場になります。一部の公園関係者の方には良く知られたことで、警察官も時々は巡回しています。ここは子ども達も魚釣りによく集まります。こんな場所は教育上もよくありません。抜本的な対策を講じていただきたいと思います。
	現在、公園内への利用案内板設置、街路灯の常時点検、職員のパトロール等の対策を講じており、今後も強化していきます。

	23
	１．葛西橋橋詰砲台跡地に標識を。旧葛西橋跡地とともに戦争で亡くなった（川で）何百人の人達。当時の橋の工事の過酷で大変さ。工事で亡くなった人達。土手下も障害物、資材置き場、菜園等整備して、安全で美しい土手にしてもらいたい。特に土手下側は、道路、中段等管理が複雑で、都、区、国交省等が管理して、たらい回しで得意の先送り

２．荒川土手を綺麗に美しく安全に。


	１．都道管理者である、第五建設事務所に伝えます。

２．管理者である荒川下流河川事務所に伝えます。


	24
	１．三ツ目通りの上にある高速道路を地下へ全面移動させて、空を広くして下さい。排気ガスは健康を害します。

２．運河があるので、橋と橋の間隔が決められているため、遠回りしないと対岸へ渡れないので、歩道橋のような歩行者と自転車が渡れる橋があると便利に思います。

３．せっかくの運河。水の街、江東のイメージアップで、水上バスや渡し舟も交通手段として考えてほしいと思います。
	１．首都高速道路に伝えます。

２．平成６年度から４橋の新設橋梁を架設してきました。新たな新設については需要等を見ながら、検討をしていきます。

３．検討課題とさせていただきます。

	25
	レインボーブリッジの見える東雲運河、有明の地に、錦帯橋（山口岩国）のような連続アーチの木造橋をつくる。観光客誘致となる江東区のシンボル化を目指す。
	平成６年度から４橋の新設橋梁を架設してきました。新たな新設については需要等を見ながら、検討をしていきます。

ただし、木造橋は防災上、新設は困難です。

	26
	（1）下町水網地域　区は、２０階超の高層マンション建築許可に際し、親水公園や緑道ヘの日照、風流等の悪影響について、区独自の慎重な事前調査を行うべきです。折角の整備も日影が雰囲気を暗くしたり、歩行が困難になるほどの風の発生など、景観を損なう現象が起きていることを体験しています。長期的な視点と計画立案を建築認可部署も交えて慎重に進めてほしいと思います。
	区独自の調査は困難ですが、景観計画に、オープンスペースの確保や隣棟間隔の確保などの景観形成基準を定めています。

	27
	水辺景観の形成について　日々のご努力ご苦労様です。区内の水辺は、整備され、昔のどぶ川が豊かな水辺と変貌する様は、大変嬉しいものがあります。しかしながら、次の点について日々疑問に思っています。

１．「仏作って魂入れず」確かに景観は美しくなりました。しかしそれは外観であり、肝心な水が死んでいます。時として、異臭を放ち、魚はほとんど見られず、従って小魚を餌とする水鳥が少ない。原因として、水が流れない、浅瀬がない、水生植物が生えていない等々あるでしょう。計画段階でそれぞれの専門家との協議と実現が必要。

２．「鉄は錆びる」川と遊歩道の区画に鉄杭を連続して打ち込んでいます。しかし、塩分を含んだ水によってかなり深いところまで錆で侵食され、将来交換するには造作時より費用が嵩むでしょう。廃棄物のプラスチックで杭を作ることは可能なはず。リサイクルで一石二鳥。
	１．河川水質は改善してきていますが、江東区環境基本計画に基づき、引き続いて水質や底質の調査を実施して実態を把握するとともに、河川の汚れの原因になっているヘドロの除去、ゴミ等の浮遊物の清掃を行い水質の浄化に努めます。また、河川のよどみを改善したり水辺の整備を関係機関と連携して推進します。

２．鉄杭（補強護岸）については、半永久土木構造物となっております。また、プラスチック杭は、強度などの点で今後の課題といたします。

	28
	豊洲地区は、高層マンションが林立し、人口増加が甚だしい。災害時の避難場所が木場公園では遠く、不十分です。移転が噂されている食糧庁倉庫跡地は、是非公園化して避難地を確保してほしい。
	塩浜一丁目の避難場所は辰巳団地・潮見運動公園一帯です。また、豊洲地区は地区内残留地区に指定されており、避難場所への避難は必要ありません。

	29
	都営東大島の駅前（右側階段降りた処）の高架の下（ガード）の植込みがいつも雑然としています。時々一斉に花が咲いていますが、雑草のようでまとまりがないのです。もう少し美しく整理された植込みにならないでしょうか。狭いスペースで、隣に駐車場が隣接していますが、今少し工夫していただけたらと思います。
	現在、定期的に剪定、除草等を行っています。今後、景観等を考慮し、補植を行い適正に管理していきます。

	30
	区の景観計画策定に当たり、水辺や緑豊かな環境を創造・育成することも結構ですが、現在小名木川大富橋付近に、不法係留中の船舶を取締強化（撤去処分）することも大事。その前に、墨田工業高校脇に停船している公共用とおぼしき台船と老朽船上には老廃物件（錆び付いている不用品）が多数山積みされており、美観を損ねているので、官が率先整理する方が先決。担当者が一度検分にお出でになることをお奨めします。
	墨田工業高校脇の船舶は、河川法による係留許可を受けている民間業者のものですので、改善を要請します。また付近の不法係留船の撤去処分は、権限のある東京都に伝えます。区としては、不法係留船所有者への是正指導を粘り強く継続します。

	31
	立案ありがとうございます。

１．本案の具体的な財政状況は、どのようになっていますか。

２．「国家百年の計」のような長期ビジョンは江東区にありますか。よろしくお願いいたします。
	１．景観計画は、景観形成の目標や方針、建築物等の景観形成基準等を定めるものであり、これに関して特別な財政措置が必要となるものではありません。

２．地方自治法の規定に基づき、まちの将来像を定め、まちづくりの基本的な指針となる「基本構想」を定めています。

	32
	塩浜運河の南側に壁のように５棟のマンションが建つことになり、今完成の３棟も色、型、高さバラバラ。昨年夏の暑さは格別、空が見えない住民も居ます。巨大アンテナが、この密集地に建ち上がり、その無防備を恐ろしく感じます。パリ、ポーランド、リスボンなど厳しい街並保存の法の元に、美しい都市美を守る努力との違いを強く感じています。目黒川沿いマンションは、風の道をつくるため斜めに建つと、新聞で知りました。担当者各位のご賢察を切に望みます。高いところから見ると、この街はグレーです。
	本景観計画に基づき、良好な景観形成に努めていきます。

	33
	公園、街路樹全般の植木、草花についてですが、一旦植えると後の手入はほとんど見られず、簡単に植え替えてしまう。植物を育てるという姿勢がみえてこない。これでは、子どもの教育にならないように思える。シルバー人材を活用し、日々手入する姿を人々にアピールするのも、この殺伐とした時代に、心に潤いをもたらしはしないかと考える。


	日陰や枯葉の清掃問題から年1回剪定を行っています。また、草花については、1年草のため植替えを行っています。シルバー人材センターについては、現在も親水公園等で活用をしています。

	34
	６年前に新宿区からこちらの東雲に移り、周囲の水の豊かさに魅了され、３年前から夢の島マリーナに小さなボートを置いて、東京湾内の川や運河を走り回っております。東京は水の都、を堪能しています。が、

１．水辺に行っても水に触れることができません。まわり全て柵で囲まれています。水に触れられるところも柵内です。

２．冬は水が澄んでいますが、夏は茶色の水で、ニオイもします。とても残念です。　水に触れられるようにすること、水質を良くすること。この2つがお願いです。
	１．運河沿いの護岸は落水すると這い上がるのが難しいため転落防止柵を設置しています。水に触れられる施設づくりについては事業を所管する東京都と協議していきます。

２．水質の浄化につきまして、国や東京都などが、合流式下水道の改善対策や東京湾の富栄養化対策などを推進しています。また、護岸にアシを植えるなど水質の自浄作用を回復する川づくりなどに取り組んでいきます。

	35
	私は木場1丁目に居ます。平木橋と平野橋の中間に、親水公園に行けるように、駐輪場の所に歩道、自転車専用の橋を。例えば木場6丁目に新田橋があります。赤い橋として通用していますので、フジクラで地域内を開発していますので、銅板等でゴールド橋と呼ばれるような橋を架けたら、平木橋の混雑緩和にも役に立ち、周辺の美化にも、また住民の交通、親水公園へ散歩に行くにも良いし、区の財産である公園を有効に使用できるのではないでしょうか。企業の発展、ひいては町の繁栄につながると思います。是非担当者が現地をみていただきたい。
	平成６年度から４橋の新設橋梁を架設してきました。新たな新設については需要等を見ながら、検討をしていきます。



	36
	素案ではないのですが、コンクリート工場の移転（してくること）は、景観を守るという意味でも、絶対に反対です。


	施設建設に当たっては、景観計画に沿った景観形成を行うことになります。

	37
	１．景観とは視覚でとらえるもの。人々が集う商店街の電柱電線の地下埋設。幹線も同様（防災に役立つ）

２．樹木の育成。都市の樹木（緑の形成）については、植物学の研究者の参加を求めるべき

３．建物の色調。中高層だけでなく、すべてに。色調はもちろん、外観について建築許可申請に規制、指導を行うべき。

４．水辺の景観を更に拡大、憩いの場となるように自転車専用道の拡大。
	１．現在、富岡地区において電線共同溝による無電柱化モデル事業を施工しています。また富岡地区に続く無電柱化整備計画を策定しています。今後、通行の確保、都市景観の向上及び災害時の避難路確保等を目的に無電柱化を進めていきます。

２．平成19年に「みどりと自然の基本計画」を策定し、その際学識経験者として大学教授をメンバーに加えたり、樹木管理の際に樹木医が樹木の診断等を行っています。また、現在、策定中の街路樹充実計画にあたっては担当者及び専門職（造園職）の職員を起用しています。

３．色彩基準を定めています。なお、深川萬年橋景観重点地区においては、すべての建物を対象としています。

４．現在、道路幅員が広く交通への影響が比較的少ないと考えられる幹線道路（国道１４号線亀戸付近）において試験的に導入され、その効果や課題等を検討中です。

	38
	第3章（1）下町水網地域に関わって　隣接地に超高層マンションの建設が明らかになりました。

１．砂町の空に超高層ビルが突き上げるような形になりますので、景観上好ましくないと思います。

２．また当団地は、災害時の避難場所になっておりますが、隣接地の超高層ビルは防災上問題があるのではないかと思います。区として、緑地と避難場所を兼ねたスペースとして活用することはできませんでしょうか。
	１．景観計画に、オープンスペースの設置や隣棟間隔の確保などの景観形成基準を定めています。

２．避難場所としては、当団地一帯が指定され、想定避難人口に対し避難スペースは確保されています。

	39
	高層マンションボコボコ建てて、古くからの町並ぶっこわして景観もない。もっと外から人が集まる施設でもあれば気にする人もいるだろうが、江東区は何にもない。こんな所から出て行きたい。若い人には住みつづけるのは無理だ。川と橋しかない町は、何にもしない方が、金がかからなくて良いんじゃないか。もっとほかにすることがあるはず。
	現在、江東区ではまちの将来像を定める新たな基本構想の策定を行っております。この新基本構想を実現し、区民の方々が愛着の持てる江東区を目指し努力して参ります。

	40
	電気が漏れている／科学の知識の誤り／教育が放縦に成る／心理学は？／精神はまだ若く未熟である。／社会福祉の取組は稚拙だ。／趣味が偏る。／サービス業の管理が繁雑。／産業・工場の管理。　／政治は議員の話は傀儡で和ではない。／行政の仕事は、であろうが、覇権が漠漠としているから、話を大きくなされば。


	うるおいのある良好な景観形成に努めます。

	41
	ステキな都の現代美術館と広くて緑豊かな木場公園と深川木場の粋を生かす。

Ａ.色→江東区として、公園などの色と形の統一　

Ｂ.素材→石、ガラス、木材で統一　

Ｃ.ポイント場所をしぼる→ざん新な形と現代風古民家　

区に住んでいる建築家に協力してもらう
	景観計画に、公園等からの見え方、あるいはみどりの連続などの景観形成基準を定めています。

	42
	第1章 景観形成の基本方針（4）に対して

永代通りと四ツ目通りの交差点の４ヶ所の角のうち、３ヶ所はカラー舗装に変ったが、１ヶ所は旧態依然とした舗装になっている。街並景観を形成する上で、地域イメージの悪さを印象づけるので、これの統一が必要と思われる景観形成の基本方針（4）に対して

永代通りと四ツ目通りの交差点の４ヶ所の角のうち、３ヶ所はカラー舗装に変ったが、１ヶ所は旧態依然とした舗装になっている。街並景観を形成する上で、地域イメージの悪さを印象づけるので、これの統一が必要と思われる。
	都道管理者である、第五建設事務所に伝えます。



	43
	河川や庭園等の景観だけではありません。ガードレールの内側や道路に沿って植木をおく、物が山積みであふれています。また駐輪場も、おしりが歩道にはみ出しているため、狭くて危険です。名指しをして申し訳ありませんが、ほんの一例です。いつも端の方を歩いていますが、それでもスピードを出した自転車とすれ違うとき、物が置いてあると困ります。
	都道管理者である、第五建設事務所に伝えます。

また、道路上に物を置くことは通行の妨げになることから、是正するよう引き続き指導を行っていきます。

	44
	１．東京～千葉方向で電車有り　①東西線　②京葉線　☆今ないのが豊洲～潮見～錦糸町方面の電車がないため非常に不便。いずれは業平方面まで延ばすことが良いと思う。

２．桜の木が少ない。

３．ウォーキング場所が少ない。

４．自転車と歩行者は専用道路が必要。
	１．地下鉄８号線（東京メトロ有楽町線）の豊洲～住吉間の延伸を実現するため、隣接する自治体と共に協議会を設け、検討を進めるとともに東京地下鉄株式会社や東京都等に働きかけています。

２．今後も、地元の意見を取り入れながら樹木の選定を行っていきます。
３．河川の緑豊かな散歩道の整備を都と区で計画的に進めています。
４．現在、道路幅員が広く交通への影響が比較的少ないと考えられる幹線道路（国道１４号線亀戸付近）において試験的に導入され、その効果や課題等を検討中です。


	45
	景観計画（素案）に隅田川を含む6地域が選ばれています。隅田川とともにかかわりの深い荒川が選ばれないのはアンバランス。特に、下記景観は捨てがたいものあり。①亀戸中央公園（亀戸８）から東大島駅（大島９）に至る旧中川右岸。さらに船番所、小名木川・荒川ロックゲートまで。　②清砂大橋から砂町運河までの右岸　③新木場緑道公園沿いの右岸　④初日の出参拝の隠れスポット、若洲ゴルフ場沿いの右岸。　いずれも対岸の景観を含めすばらしい。素案に西高東低の観あり。
	下記のとおり記述修正を行いました。

【68ページ16行目】

①荒川、旧中川、北十間川をはじめとする水辺・親水公園・みどりなどの自然資源を活用した景観の形成について



	46
	現在、辰巳地区は都営住宅の町で、暗く沈滞ムード漂うイメージです。そこで、

１．都営住宅や区の建造物の外壁の色を、例えば白、窓枠を青と統一して、塗り直すことにより明るい町とする。（これは、外国でもチュニジアのシティブサイドは、白と青で統一された町となっている。）色は、独自の色を専門家に研究させる。

２．辰巳駅前通りを一部民間に払い下げ、豊洲地区からの客の流れを辰巳まで引き寄せる。
	１．辰巳都営住宅については、建替計画を東京都において検討中です。建替えの際には色彩基準に基づき、調和のとれた色彩計画とするよう指導します。

２．前述の建替え計画にあたり、東京都に伝えます。

	47
	本計画の具体案が見えなければ何とも言えませんが、短絡的に見えます。水にも使い方があります。①安らぎ　②船利用が主な使途となっていますが、→　③災害時の水源、交通　④温度差使ったエネルギー　⑤観光　⑥漁業

　緑にも作り方があります。①街路樹　②公園が今までの使途でしょうが、余りにも差別化もなく、無機質な街となっています。カナダのバンクーバーのように、小動物が住める自然の森を創ったり、海を埋立または工場跡地を使って、田畑を作ったり、新木場を立て直して日本の森林産業の事業自体をビジネスとして、復活させるシステムを作ったり、この江東区、中央区辺りは日本の中心である事を意識して、独自の構想だけでなく、広く海に面した日本各地の都市の手本となり、助け合える街づくりをすべきである。法律的にはわかりませんが、各種特区をつくり、ＥＣＯ関連事業や災害研究、医療天国のようなエリアを創り、その中で水、緑が生かされる街づくりでないと、形つくって魂入れずになります。もっと日本の英知を集めて理想の街づくりを目指して下さい。


	豊かな水辺空間と公園等の緑は、次世代に残すべき大切な財産と考えています。ご指摘のあったような水と緑に対するいろいろな区民の思いを検討することによって、愛着と誇りを持てる個性的で魅力ある都市づくりにつながる施策を検討していきます。



	48
	１．運河沿いの遊歩道は一般道沿いの歩道のように、車の排気ガスもなく、ウォーキングに最適なのですが、橋の部分で途切れているため一般道の横断歩道に出て渡らなくてはならず残念です。続いているといいのですが。

２．東雲都民タワー付近の運河沿い遊歩道は、綺麗に整備され利用させていただいております。ありがとうございます。が、高速道と湾岸道からの騒音は、散歩には不快でせっかくの遊歩道も台無しです。防音を切に望みます。

３．安全のためだと理解しておりますが、柵が運河沿いにあり、「水に親しむ」という雰囲気に感じません。中央区佃のように柵無しを望みます。
	１．橋の構造上、物理的に無理な場合については道路に出ていただくようになりますが、今後は、橋の架け替え時に考慮し、出来るだけ連続性を持たせていきます。

２．首都高速道路に伝えました。

３．運河沿いの護岸は落水すると這い上がるのが難しいため転落防止柵を設置しています。水に触れられる施設づくりについては事業を所管する東京都と協議していきます。



	49
	景観とはちょっと違いますが、江東区のボーリング場がだんだん閉鎖されています。Doスポーツプラザ、蔵王ボウル、台場東京エースレーンと、３才児～９０才代までの方がボーリングを楽しんでいます。運動になり、ストレス解消になり、みんな和気藹々の場で、生きがいを感じ、友達になり、引きこもりの方を誘い、元気になった方もいらっしゃいます。豊洲近郊にビル、マンションだけでなく、是非ボーリング場を新設していただきたくよろしくお願いいたします。現在愛好者3百～4百人位はいらっしゃると思います。
	区では民間の個別の土地利用について直接その利用用途を指定したり、あるいは区自らが特定の施設を誘致することは困難です。

	50
	清澄庭園景観形成特別地区に関して

１．庭園と公園との間にある一方通行路における違法駐車の徹底防止及び禁止の遵守

２．同上通路の福住と深川との境にある亀堀公園の南交差点（湾岸高速道路高架下）歩道幅の拡張。区道の幅は、拡張修理完了しているものの、都道との境界より交差点までの４～５ｍが依然として拡張されておらず、更に見通しが極めて不良で、歩行者と自転車の衝突事故が発生しやすい。縦割行政の欠陥の典型と言える。
	１．深川警察署に伝えます。

２．都道管理者である第五建設事務所に伝えます。



	51
	江東区の水辺や緑は宝物です。鷺や鵜、鴨など水辺の野鳥が暮らしやすいよう、運河などの水辺に、岩や石などで岸辺を作ってあげて下さい。


	親水公園などに浅瀬を設け、野鳥にやさしい環境を設けています。法定河川や運河については、国や東京都に働きかけていきます。

	52
	ワンルームマンションが次から次へと建てられ、景観形成はもう遅いです。不燃ゴミの袋が、清洲橋通り、三ツ目通り等に風によってちらばり、車がその上を通り、惨愴たる状態です。もう少し現実を見つめて、散らばらないよう網を置場に無料配付する等対策をしてほしいと思います。オリンピックの旗等の無駄な経費を減らせばできることです。不景気、予算がないのに計画倒れにならないよう願っています。
	カラスや猫等によるごみの散乱を防止するため「防鳥ネット」を無料貸与しています。

	53
	細かい規制や抽象的な概念ばかりでわかりづらい。周辺住民の過半数の同意を得られない建築は認めない等の民主主義で合理的な計画にすべきである。
	建築物等の建築にあたり地域住民への説明や情報提供を行うよう条例で定めています。

	54
	清洲橋、橋のたもと、その付近の景観を更に魅力ある下町水辺、橋のたもとの憩いとして、まちづくりをしてほしい。清洲橋の美しさは、隅田川の橋の中で随一です。折角なのに、今は少し寂しいし、もったいない気がします。昼も夜もﾛﾝﾝﾃｨｯｸで素晴らしい橋のたもとにしてほしいです。
	隅田川については東京都が管理しており、ご意見の趣旨については伝えていきます。

	55
	水辺景観の形成もすばらしいのですが、日々の生活空間（コミュニティ）における景観も重要だと思います。特に、幹線道路の景観（緑化）は他区と比べると乏しく、産業道路の域を出ていない感じを受けます。幹線道路の景観についても、水辺景観と同様に推進していただけると幸いです。サラリーマンの人達が日々接する幹線道路の緑化は、江東区の住みよさを感じさせます。
	東京都は「海の森や街路樹倍増による緑あふれる東京の実現」を目指しています。江東区も東京都と合同で街路樹充実計画を策定し、緑豊かな街路樹を実感できる「魅せる街路樹」の整備を目指しています。

	56
	河川の釣魚風景も絵になるが、水質が透明で錦鯉が遊泳しているのも美しい景観である。真夏になると悪臭を放っては、美しい景観も興醒めである。水質浄化に力を入れないと、江東区のｲﾒｰｼﾞは良くならない。縦割り行政では水質浄化には及ばないのか。鯉の泳ぐ町＝情緒あるきれいな町ｲﾒｰｼﾞに。
	河川水質は改善してきていますが、江東区環境基本計画に基づき、引き続いて水質や底質の調査を実施して実態を把握するとともに、河川の汚れの原因になっているヘドロの除去、ゴミ等の浮遊物の清掃を行い水質の浄化に努めます。また、河川のよどみを改善したり水辺の整備を関係機関と連携して推進します。

	57
	小名木川の違法係留のレジャーボートも、反則金条例もつくれない都政では、区の職員が秋（9月）と12/19に不法係留のステッカーを各ボートに貼るだけでは、翌日には各人がはがして終わり。水辺や海辺を整備するなら、これらの大金投資の前に、現状の中で問題点を再検討し、条例の整備をしてから、ハード（施設）面を作り始める総合計画でお願いしたい。反則条例を成立させてください。水（海）辺の整備の前に、守る条例をつくる事からでないと税金のムダになる。
	「東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例」により、適正化区域では罰則規定（5万円以下の過料）が適用されます。適正化区域の早期指定を都へ要望します。

	58
	豊洲二丁目と豊洲駅間の空地は、高層ビルなどを建てずに、「みどりの公園」とする。これによって、海からの風を内陸部に呼び込み、都市の温暖化も防止できる。都が目指している水と緑の回廊で包まれた美しいまち東京の実現にも寄与できる。現在の景観も素晴らしい。これを失ってはならない。よろしくお願いします。
	当該地域は豊洲２・３丁目地区地区計画の区域であり、都市型産業機能、研究・開発機能、業務・商業機能等を配置することとしています。具体的な計画に当たっては、緑の環境軸としての空間形成を図るなど環境に配慮した土地利用を図っていきます。

	59
	（５）景観はまず足元から、人間が歩いてみてこその景観です。永続的な視点から100年先を見据え、プロによる歩道プロジェクトを立ち上げ、指定区域の整備をし、結果をみて拡大していく。（歩行者が歩きやすい平らな歩道であることは、美しさ以前の問題です。）それと平行して、歩道においてある私物、つまり庭木、鉢植等の規制をする。（自転車等も）必要なら整備の中で歩道にあったもの、つまり美しい景観を保てる置場を、通りに面した各戸に設置する。（住んでいる人の欲の深さを象徴するような使い方は止めるべきです。安全性の面からも。）
	歩道との段差を無くすなど、歩行者に優しい舗装を進めていきます。歩道上の私物については、引き続き区報等を利用してＰＲしていきます。

	60
	私が常々思っている事を書きます。東京の景観で一番気になるのが電信柱です。地中化が望ましく考えます。まず、防災上の観点から安全都市の構築という点から、災害時を考えると、恐ろしさに早急な対策が要ります。第二に、観光立国またオリンピックの招致を考えた場合の景観を考えてください。ウィーン、ザルツブルグ等のヨーロッパの都市は、見事に美しいと思います。電力会社との関係もあるのでしょうが、景気対策と雇用問題の解決にもつながり、早急に願いたい。
	現在、富岡地区において電線共同溝による無電柱化モデル事業を施工しています。また富岡地区に続く無電柱化整備計画を策定しています。今後、通行の確保、都市景観の向上及び災害時の避難路確保等を目的に無電柱化を進めていきます。



	61
	景観計画（素案）は、理念、基本方針とも大変心がおどるような趣旨と思います。実現するよう楽しみです。個人的な考えですが、区民農園等をどこかにもっとほしい。何十年の間に１回限りですが、農園に当たったことがありまして、次は、と思うとつくりもしない野菜等のことを思ってしまうくらいに好きです。区民が欲するものも必要。
	区民農園は年々応募者が増え、非常に人気のある施設です。新たな農園の整備も検討してまいります。

	62
	学校、公園を芝生に
	公園については適正品種や維持管理の検討を進めながら、芝生化を進めてまいります。

また、学校においては、平成19年度より校庭の芝生化を実施しており、今後も芝生化を進めてまいります。


	63
	景観とは違うかもだが、私は亀戸生まれ、亀戸育ちである。近くの近所の公園を見て思う。花が少ない。逆に、東陽町近くの公園やビッグサイトの周辺などはとてもきれいに花が植えられている。同じに暮らしているし、税金を払っているのに、不公平に思う。もう少し近場にも眼を向けてほしい。
	花壇については、今後も場所拡大に努力していきます。また、地元の方がボランティアとしてこうした花壇を維持管理する制度もあります。

	64
	景観形成の目標水辺及び緑の自然環境

私は辰巳団地に在住約４０年になりますが、周りの環境がきれいになり、景観が良くなっても、この団地では景観とはいえないと思います。2016年にはオリンピックの開催もあるとして、景観を整えるために、是非辰巳団地の建て替えを東京都と協力してぜひ実現してください。
	辰巳都営住宅については、建替計画を東京都において検討中です。



	65
	場所の特定はできませんが、これからは高齢者社会。自転車は原則として車道を走ることです。これはなかなか難しいことです。親水公園であれ、緑道公園であれ、道幅を現存の倍が必要かと思います。そのようにすれば、事故も少なくなるし、気分も変ったりします。花壇よりも常緑の木をたくさん植えてください。私は、去年の夏に南砂の近くの親水公園の近くの花壇を歩道を広くするように要望しました。希望通りになり、とてもうれしく感じました。結果良かったです。
	昨年度から横十間川親水公園の一部園路を広げる工事に着手し、対応しています。

今後も、園路の拡幅や自転車レーンの分離などを進めたいと考えております。

	66
	自然を大事にし、景観を守る施策はたいへん結構なことです。先ず、看板税の見直しを。市街地から郊外まで、ケバケバしい看板ほど、美しい風景を害するものはありません。看板税があるからこれみよがしの品悪な商業コマーシャルが立ち上がるのです。高さ制限、大きさ制限、色彩制限等100年先を見越した区政を政策していただきたいと思います。
	東京都屋外広告物条例に基づき、高さ、大きさ、色彩の制限等を行っています。

	67
	小名木川、高橋の船着場とか、川岸に飲食喫茶施設をつくっていただきたい。水上バスを復活させて、その待合に、そういった施設利用が望まれるというか、そのような施設がなくして、本数の少ない水上バスを待つのが時間を持て余す。水上バスは江東区内だけでなく、隅田川を利用し、両国橋、浅草橋、浅草や錦糸町、押上（東京スカイツリー）とかにも拡張されることを期待します。


	水上バスは採算性の面から廃止した経緯があり、復活については慎重な検討が必要です。川岸に店舗を作るなど、水辺のにぎわいづくりについては今後の検討課題とさせて頂きます。

	68
	１．第4章　屋外広告物･･･に関して、歩道上に看板、「のぼり」が林立するのはいかにも美観とは逆行している。

２．その他、景観地区以外の産業道路がいかにも汚い。（夢の島地区等）清掃及び草刈の頻度上げるべき。
	１．東京都屋外広告物条例に基づき歩道上の看板、のぼり等の規制を行っています。無届の屋外広告物によって、自然の風致や美しさが損われる事のない様規制を継続していきます。

２．清掃、除草の頻度を上げるべく検討していきます。

	69
	１．門前仲町は下町風情のままに残してほしい。（もっと下町らしさを出してもいいと思う）

２．豊洲はマンション建ちすぎです。（自宅もそのせいで日当たりが悪くなりました。）人口の増加も区の利益かもしれませんが、どこのスーパーに行っても混んでいるしまつです。もう少し自然も取り入れて、豊洲を人の渦にしないでほしい。

３．自転車の放置の取り締まり強化もしてください。
	１．富岡八幡宮、深川不動尊等の歴史的文化遺産を生かし、門前町らしさを取り入れ、下町情緒あふれ、魅力ある景観形成を進めていきます。
２．地区計画等に沿った計画的なまちづくりを進めます。
３．休日を含めた日常的な警告、撤去を継続し、路上の安全確保と街の美観維持に努めていきます。


	70
	隅田川テラスの景観形成をお願いいたします。佐賀に住んでいますが、対岸の中央区側の新川、佃はきれいに整備されていますが、江東区側は見劣りします。隅田川を散歩するときは、中央区側に渡り、きれいな歩道を散歩しています。是非江東区側も中央区側と同じようにお願いしたいと思います。
	隅田川テラスは都の所管となります。都に要望していきます。

	71
	江東区景観計画の区報の文面を読んで感動するものがありました。但し、私の意見としては、これだけの景観計画基本理念あるならば、河川筋の排水ポンプ場の整備なくして景観素案は無に等しい。　<凡例>（1）下町水網地域の一部に、置いてきぼりの河川筋のあることを計画素案から忘れないでください。9行き止まり　越中島河川筋
	施設管理者である東京都に要望していきます。



	72
	お電話でリクエストの確認をしましたが、供給公社の団地の南側の運河沿いの道を、ぜひ子ども達の安全、利便性を考え、開通させてください。私はマンションに住んでいますが、住人は豊洲駅に行くにもぐるりと遠回りをしなくてはいけません。何卒よろしくお願いいたします。


	今後、検討していきます。

	73
	１．すばらしい企画です。是非実現していただきたい。

２．区の地域（理）的特性は、歴史的町並みと超現代的な両特性があり、これを各々生かす。

３．共通的考（配）慮事項①電柱、電（信）線の撤去（埋設）②消防防災への配慮③観光客への便宜供与（バスの駐車場、歩道等）④景観の統制（看板の規格、色彩、配置等）⑤居住民の協力（服装、行動）⑥交通（道路）標識の削減

４．隅田川：川岸に観光名物（壁画、彫刻等配置）

５．水辺景観：地域住民の生活と密着させる（船を実際に運航し、生活感を出す）
	２．それぞれの地域の特性を生かした景観形成を行っていきます。

３．今後、各地域での景観形成にあたり参考とさせていただきます。

４．参考とさせていただきます。
５．景観形成基準に水辺のオープンスペースの確保等を定めています。舟運については臨海部において一部運航されています。

	74
	宝である江東区の水辺の景色も、多くのマンションに囲まれ、失われていっているのがとても残念です。あまりのマンションの多くに将来、空室だらけの危ない犯罪の町にならないかと心配です。
	水辺に建つ個々のマンションの計画については、水辺との一体性や連続性をもたせた公開空地の整備等の指導を行っています。

また、老朽化したマンションが放置される事態を防ぐため、区分所有者に対する相談体制、情報提供体制の充実を図るとともに、適切な維持管理への支援に努めていきます。

	75
	江東区の特長であり、魅力でもある水辺景観の形成を、高いプライオリティで取り組むことは大賛成で、大きな期待をしています。その中で、萬年橋周辺の景観とも関連しますが、小名木川のクレーン台船の常時係留は、著しく付近の景観を壊しています。小型船舶の不法係留とも合わせ、改善を要求したいと考えていますので、この機会に計画者でアプローチをお願いします。
	小名木川のクレーン台船は、河川法による係留許可を受けている民間業者のものですので、改善を要請します。また付近の不法係留船の撤去処分は、権限のある東京都に伝えます。

	76
	北十間川散歩道を旧中川の処まで延ばして下さい。横十間川の散歩道も大島で終わっているのを、柳島まで北十間川に続けて作って下さい。
	小名木川の「塩の道」のような遊歩道化を都に要望いたします。横十間川の散歩道の延伸については、都の護岸工事が予定されており、その中で整備するように働きかけます。

	77
	○仙台堀公園縦横延伸プラン

亀戸中央公園と夢の島公園を結ぶ。隅田川と荒川を結ぶ。

仙台堀公園とか緑道公園のすばらしさは、区民の多くの方々に認識してもらっていることと思う。これを延伸してさらにのびのびした開放感を与えてもらいたい。毎年百メートルぐらいでいいから、延伸してもらいたい。数十年計画でよろしいから実現してもらいたい。


	河川の緑豊かな散歩道の整備は、都と区で計画的に進めています。一方、仙台堀川公園のような河川全域を利用した公園は、用地確保の点から困難です。

	78
	１．キャナルコート近くに住んでいますが、引潮の際、ゴミがたくさんたまっている。これらを定期的に拾って、きれいにすることも重要。運河の中は、知らない、関係ない、では景観はよくなりません。

２．江東区は財務的に黒字ですか。資金繰りはどのようになっていますか。景観が良くなることで、住民が増え、住民税、税金が増ということで、考えられていると思いますが、その根拠をしっかり住民に提示すべきです。
	１．運河の清掃は港湾局の事業となっており、都に要望します。

２．区の財政状況は６月と１２月に区報でお知らせしているところです。景観が良くなることによる人口増や増収については、検討しておりません。

	79
	大変結構な景観計画だと思います。都内唯一の臨海都市で、美しい観光地帯が無尽蔵に埋もれています。小生のマンション7階からの景色は絶景です。富士山、東京タワー、連立する高層建物、隅田川には行きかう屋形船等、東京湾大花火大会には特別観覧席です。お台場などは、美しいロケーションが一杯あります。臨海地帯のポイントには必ずたくさんの人達が集い、憩いのひとときがあります。早く江東区内の景観マップができるといいですね。
	引き続き、江東区全体の良好な景観形成に努めていきます。

また、景観マップ等につきましては、観光マップ等との連携を図りながら検討していきます。

	80
	素案とは関係ないかも知れませんが。道路や街並の景観を守るとありますが、東富橋から琴平町への左右歩道脇の樹木や草花が伐採されて、すっかり殺風景になって残念に思っていたところ、昨年末には牡丹町の道路も全部植物が消えてしまいました。住民の方々が丹精されて、四季折々美しい花を咲かせて、道行く人を楽しませ、和ませてくれたのに、本当に悲しいです。いかにも下町らしい温かな雰囲気だったのに、今は裸同然。さして邪魔になるわけでもないのに、どうして全部抜いたり、伐ったりしてしまったのか、理解できません。住民の方が切らないでくださいと貼紙なさった木が、一本だけ残っています。担当者の回答を広報に載せてください。
	植栽帯の低木の高さを８０ｃｍ以下と設定し、子供のとび出し等の事故を防ぐため、日常管理しています。民地の方が各々好きな樹木を植えると適正な管理が出来なくなります。

剪定、伐採した箇所は、随時植栽をしていく予定です。

	81
	建設される建物の屋上に設置される構造物あるいは工作物が周辺住民に与える影響を、許認可前に充分斟酌し、住民の意見を聞くべし。区民の意見を尊重しない行政は一考を要する。
	景観については都市景観条例に基づき指導をしますが、各種法令を遵守した計画である場合には、建築確認をしなければならないこととされています。

	82
	江東区は運河の区です。運河回りをきれいにし、水辺の観光化にアップしてほしい。緑道公園は各々区民に愛されていると思う。（遊歩道を含めて）少ない土地でも可能であれば、同じような公園を増やしてほしい。


	現在、都が小名木川「塩の道」を整備中です。その後、北十間川、横十間川が整備予定です。また、臨海部の運河も順次、護岸上を整備して開放していく予定です。

	83
	まず、電柱、電線の汚さを見てください。ヨーロッパ、パリ、ローマなど町並みは古いけど、見た目はすごく美しいです。それに比べて、江東区の電線の多いこと、汚く感じませんか。またデジタル化に伴い、UHFアンテナを一軒一軒付けるより、共同アンテナにした方がいいでしょう。きれいに見えると思います。
	現在、富岡地区において電線共同溝による無電柱化モデル事業を施工しています。また富岡地区に続く無電柱化整備計画を策定しています。今後、通行の確保、都市景観の向上及び災害時の避難路確保等を目的に無電柱化を進めていきます。

	84
	いつもお世話になりありがとうございます。江東区に来て約20年になりますが、毎年街路樹の手入の頃には、その年によりいろいろで、とても自然にカットしてあり、その植木屋さんの顔が見てみたいと思ったりするくらいに感謝しているのですが、時々ひどいカットの年があり、余りにもブツ切りと云う感じで、木々が気の毒でたまりません。なんとか植木職人に気を使っていただけないでしょうか。
	街路樹剪定は環境保全、地域景観及び安全上の問題等を考慮しながら定期的に行っています。

今後も景観等に十分注意しながら取り組んでいきます。

	85
	老齢者が自転車で転ばされ、肩の骨折や犬散歩のため、自転車走行を阻まれたり、親水公園の利用枠を考えていただけないでしょうか。亀戸京葉道路の自転車専用道路は大変うれしいことです。自転車は手軽で、1名1台所有という家族も多いと思います。販売店で自転車走行のルールをPRするとか、道交法はあってもないようなもので、歩道を全速で走る自転車にあうと、身を縮めて端によけますが、体の移動が思わしくない老体は、恐ろしく感じます。幼稚園から高校まで、成長期の子どもさんにも、話題にしてください。老人の多い国だけに気をつけてほしい。
	お知らせ板等でマナー喚起を行います。また、園路の拡幅や歩行者と自転車の分離も進めていきます。

	86
	区役所近くの東陽町の駅の周辺を禁煙地区にして、タバコの吸い殻のポイ捨てが出ないようにしてほしい。ポイ捨てされた吸い殻は、とても汚い、見苦しいし、歩きタバコは危険です。
	タバコの吸い殻のポイ捨てについては、「まちをきれいにする条例」で禁止となっています。

また、歩きタバコについては防止条例を準備中です。

	87
	（4）深川萬年橋

１．小名木川を犬の散歩で歩いています。萬年橋から隅田川テラスの道は、とても良いコース。明るい雰囲気で、かつ下町らしいシンプルな景観に。

２．また車椅子での移動が可能な構造になると良いと思います。

３．全ての景観の方向として、外見だけでなく、緑化やソーラーパネル、雨水利用等の環境対策も同時に取り入れる発想で、規制または何らかの優遇措置を講じてほしい。（例）壁面緑化やソーラーパネル壁の利用等


	１．景観形成基準で歴史的・文化的雰囲気との調和等を定めています。

２．隅田川テラスへの入口のスロープ化については、都に要望しています。

３．江東区環境行動計画重点プログラムで「省エネルギーの具体策など取組方法紹介」「雨水利用の推進」「区民・事業者による緑化の推進」を掲げ、これに基づく施策を推進しています。

	88
	経産省及び厚労省が進めている「ロボット産業政策研究会」の試算では、ロボット産業は2015年3.1兆円規模になるといいます。高齢者補助用具の技術的進歩が量産化寸前のところまで来ているからだといわれています。欧米ではその環境整備が日本より進んでいるそうです。日本では規制が強く、アシスト力67%の電動自転車がやっと認可されたという　ていたらく　です。もちろん搭乗型ロボット（セグウイ型・モビリティ機器）、人間装着型ロボット、に対する規制緩和もルールもできていません。江東区は近未来ロボット社会の環境実験ができる公園を豊富に持っています。是非景観を考える上で、コンセプトの中に未来社会を入れてください。江東区はぜひ　ロボット産業特区　を申請して大学や企業と協力して、未来の生活環境のモデルをつくってください。中川舟番所の側には、ベニスのような粋なレストランが軒をならべる、砂町水辺公園、大島小松川公園、小名木川仙台堀川公園には齢をアシストされた元気老人達が再び消費生活を堪能するべく行きかう。
	景観計画の中で直接「未来社会」をコンセプトに入れることは難しいと考えますが、ご意見にあるような社会がその地域の特徴となる場合には、景観上もそうしたイメージを考慮することになると考えています。

	89
	第三章の（１）下町水網地域

牡丹町と富岡の間にある大横川は、両岸の桜並木の素晴らしさと川の流れは最高です。しかし巴橋の左側にある大きなガス管二本のため、石島橋と東富橋からは全然見えません。牡丹町寄りの前川製作所の古いビルも最近なくなり、大変見晴らしがよくなりましたが、橋のふもとだけはガス管が通っている為、両岸とも草がぼうぼうと生え、國威宣揚の旗立ての場所と富岡寄りのふもとには、大きなゴミがすててあります。両町の中心的場所です。何とか善処出来ないものでしょうか。
	都市ガス専用橋については、企業者に要望していきます。

富岡側のゴミについては水辺と緑の事務所で撤去しました。

	90
	（2）臨海景観基本軸について

豊洲5丁目の都有地は水際から50m区域に当たります。2008年11月27日（木）読売新聞に、区がこの都有地を買い取り、総合病院を整備する方針との記事が載りました。数年前に船が付けられるよう工事を行い、今は工事を行うため、工事用の船が停まったりしています。病院よりも水辺を生かした有効利用を望みます。都が船をつけるための場所でもいいと思います。病院は少し内陸のがすてなにの隣でもいいと思います。5丁目にはまちづくり委員会もあり、景観の形成に貢献できるようにして欲しいものです。


	当該都有地は、面積が4ヘクタールあり、その一部分（1.5ヘクタール）を病院整備の用地として活用する予定です。残りの部分については、都が一部を防潮機能を付加した公園や、水辺の有効活用に資する整備を行うと聞いています。

なお、病院の整備に当たっては、地域の景観の形成に貢献できるよう努めていきます。

	91
	水辺の遊歩道で行き止まり。都は減らしてほしい。（通り抜け可能にして）公園、親水公園にゴミ入れ、吸い殻入れを設置してほしい。
	通り抜け出来るよう努力していきます。

公園の屑篭は、家庭ごみやカラスのいたずらもあり原則として撤去の方向です。吸殻入れの設置については、公園の分煙化の中で検討します。

	92
	基本的には東京都の問題だと思いますが、一部を除いては電線が道路上くもの巣状に張られている所が多く、景観をそこなっていると思います。またガス、水道（上下）の関係で、年に何回も同じところを掘り返していますから、交通の妨げになっています。共同溝をつくって地下に配管する計画を実行に移すべきタイミングだと思います。雇用の促進にもなりますから。
	現在、富岡地区において電線共同溝による無電柱化モデル事業を施工しています。また富岡地区に続く無電柱化整備計画を策定しています。今後、歩道の確保、都市景観の向上及び災害時の避難路確保を目的に無電柱化を進めていきます。

上下水道やガスの共同溝は、必要性について検討します。

	93
	相生橋を渡って、越中島公園までの石塀の下の雑草、ゴミの多さにいつも気が滅入っています。中央区と江東区の落差を感じてしまいます。今は冬枯れであまり目立ちませんが、季節が良くなってくると雑草がものすごいので、一度視察をお願いいたします。
	管理者である東京都に伝えます。


	94
	１．電線の地下埋設化。実施地域にみられるように景観が一新されることは明白。

２．歩道の拡幅と建築物の早期撤去（駅周辺）。建築仮設部早期撤去による歩道拡幅と段差解消によるバリアフリー。

３．自転車道（バイクロード）の整備。車道を縮小し、自転車道の確保と色別化（車と同一方向化）

４．緑化、緑地率向上と海上森林の早急な推進。車道、歩道境界での街路樹、草花、グリーンベルトの整備

５．水辺空間の整備、河川の活性化。特に水辺景観形成特別地区における親水性の整備と舟運による観光政策を他区と連携を取って推進。

６．萬年橋、新高橋などトラス橋の文化財指定。
	１．現在、富岡地区において電線共同溝による無電柱化モデル事業を施工しています。また富岡地区に続く無電柱化整備計画を策定しています。今後、通行の確保、都市景観の向上及び災害時の避難路確保等を目的に無電柱化を進めていきます。

２．歩道の幅員、段差の解消については、道路幅員や、沿道の土地利用等を考慮して道路補修工事に合わせて進めています。

３．現在、道路幅員が広く交通への影響が比較的少ないと考えられる幹線道路（国道１４号線亀戸付近）において試験的に導入され、その効果や課題等を検討中です。

４．「みどりと自然の基本計画」では現況17％の緑被率を20年後22％にすることを目標にしております。また、東京都が海の森事業を行っており広大な森林がある海上公園を造成中です。街路樹等の整備については、東京都と共同で街路樹の充実検討を行っています。

５．河川や運河等の水辺からまちへ広がるみどりの帯をつくるため、水辺に沿った豊かな緑づくりや快適な歩行者系ネットワークづくりを推進していきます。

６．トラス・アーチ橋が１３橋あり、近代化遺産としての文化財の登録のため、資料等の整理をしていく予定です。


	95
	バイクのコイン駐輪場をつくってほしい。（六本木や初台にあるような）
	区は放置自転車対策として自転車駐車場を整備しています。そのため、自転車等に含まれる５０ｃｃ以下の原動機付自転車が対象となります。５０ｃｃを超えるバイクの駐車場については、民間事業者の設置を促していきます。

	96
	これからは世界をリードするまちづくりのために、区民からアイディアを募集することはいいですね。何十年も住んできて、いつも思うことは、景観も大切ですが、公園の近くとか駅が住まいまで20分くらいかかる場所には、交番かガードマンでも必ずいつも守っていただくためにも、交番を少なくしたりせずに、むしろ増やしても良いと思います。安心した生活をしたいという事と、外国人を少なくして頂きたい。日本なのか外国なのかわからない状態で、こんな日本は嫌いですね。こんな日本に子供も産みたくありません。今、日本は不況なのですから、外国を助けている場合ではなく、先ず、日本から。
	区内の交番増設について警視庁に引き続き要請していきます。

	97
	清澄１丁目、佐賀２丁目の隅田川近辺は、今より少しやわらいだ街並みになると良いと思う。理由→日本人、外人の観光客に家の近所でよく道をきかれる。萬年橋、清澄庭園、相撲部屋のついでに清洲橋を見る人が通ったり、観光客の迷い道（通る）になっているから。
	景観計画に則り景観形成に努めます。

	98
	○第２東京タワーが2011年に出来上がることも視野に入れて、亀戸天神東門通り、また横十間川（船を通すという話も持ち上がっている）の通りの活性を多いに考えて欲しい。亀戸駅周辺にはもっとあたたかみのある楽しく小さな地域というものを増やすようにしてはと思う。○亀戸地域の商店街の通りに雨よけ（ガード）を造って、いつでもカサなしで歩けるようにしてはどうかと思う。○商店街の客に対する接客の仕方にも多いに考えて欲しい部分があるように思う。○亀戸駅のガード下の壁を再考して欲しい（考えていることが個人的にある）
	ワークショップなどで、地元の方の考えを尊重しながら、水運の活用も含め、検討していきます。
また、亀戸駅のガード下の活用については、要望があれば、ＪＲ東日本や東京都とも協議を行っていきます。


	99
	黒船橋の歩道は、下町江戸情緒あふれる和船の花壇がありますが、そこに植えられている樹木がバラバラです。景観を良くするためには、樹木のメンテナンスも必要と思います。橋のデザインも良くできているのに残念です。


	都道管理者である、第五建設事務所に伝えます。



	100


	深川萬年橋地区につきまして、墨田区両国駅周辺から歴史散策・下町めぐりの流れで訪れる方々も多いと思います。又、マンション等集合住宅の建設が多いので、新しい居住者も増えているようです。地理に不案内な人や人口の増加に対し、災害時の備えが気になります。名所などは避難先を兼ねることもあるので、「江戸下町」をイメージ・デザインした、

１．道路案内板を置くとか、

２．緊急時用機材・備蓄品の設置と目印（防火用水口に「纏」や「火の用心」、倉庫は江戸時代の建物風にする等）表示、

３．環境にメリットの多い「緑の増加」（公共地に植物）を希望します。
	１．区内駅前等の大拠点サイン１３カ所に避難誘導案内の表示を予定しています。

２．災害時用資機材・備蓄物資は、各地区の防災倉庫、区立小・中学校の備蓄倉庫・資機材格納庫に備蓄しています。倉庫のデザイン等については今後の研究課題と考えています。

３．今後実施計画を立て、樹木を中心に緑の増加に努力していきます。

	101
	景観の良くなった江東区。素案第１章～７章まで大変よく検討されていますが、申し上げにくいのですが（人権もあることですし）

１．竪川、猿江公園～五の橋～七丁目迄のブルーテント、川辺さくへの布団干し、七輪を使っての魚焼き、その他夏のシャワー等々何とかならないかと。城東病院への夜のお見舞いは危険を感じて通れません。

２．工事のため、今咲かんとする花みずきなど倒さないでほしい！どうも植樹に生命を大切にしてほしいものです。
	１．月１回パトロールを実施するとともに、警告書により指導を行っているほか、自立支援について対応したいと考えています。

２．工事における樹木の取扱については移植をするなど配慮して工事を進めていきます。

	102
	永代通りの富岡から木場にかかる汐見橋の右手、東富橋、平久橋の大横川の水辺を親水公園にする。護岸に沿って遊歩道を作り、中央に噴水や滝を作り、水辺に親しめる公園、広場を江戸情緒あふれる場所にする。
	門前仲町かいわい大横川は、「桜まつり」が地域で定例化するなど、再整備するポテンシャルの高い地域と考えており、親水河川化の検討をします。

	103
	○立派な計画ですが、道路、歩道、自転車道、街路樹を整備してください。○景観計画以前の問題ですが･･･○町がきたない。汚れています。区民のモラルが足りないようです。○都心４区に近づけてください。○10年計画で人口倍増へ。


	道路、歩道、自転車道、街路樹の整備については、道路幅員や沿道の土地利用等を考慮して整備していきます。まちの美化については「みんなでまちをきれいにする条例」などで、区民一人ひとりの「まちを大切にする心」の醸成を進めています。

	104
	１．（２）臨海景観基本軸の構想基本として、「親水設備の設置」をお願いしたい。又、景観形成については人工物が目立たない、自然な水際に見える（実際その様な機能を持つ）整備を重点にしてほしい。

２．景観形成基準、第４章の事項においては、届出対象建築物・工作物の色彩基準と連動して、広告物等の特定地域(住居建築物の多い地区、特色ある商業景観地区)では、ある程度強制力を持って、広告物の形状、色彩、電灯規制を図ってほしい。
	１．事業主体である東京都と連携して推進していきます。

２．屋外広告物条例の定める一般的な基準に加え、文化財庭園等景観形特別地区及び水辺景観形成特別地区では個別の規制を定めています。

	105
	１．城東地区は川が多いので、もっときれいな江戸の下町風な橋や、大島と砂町の間にできた「塩の道橋」のような橋を作ってほしいです。

２．竪川の親水公園は、青いビニールだらけになっています。ですから、どうしてもきれいに見えないので、その問題を改善してほしいです。

３．竪川の水は緑色でとてもよごれているので、これを改善してほしいです。
	１．平成６年度から４橋の新設橋梁を架設してきました。新たな新設については需要等を見ながら、検討をしていきます。

２．月１回パトロールを実施するとともに、警告書により指導を行っているほか、自立支援について対応したいと考えています。
３．公園の大規模改修の予定であり、水質改善についてはその中で検討していきます。

	106
	水路周辺の建物は、色、形まで基準を設けることに賛成。屋外広告物は、原則禁止が望ましい。歴史的価値ある構造物はそのまま保存。日本のベニスになると喜ばしい。

4.5YR8.0/2.9、3.2G5.4/1.9は良い色。
	屋外広告物条例の定める一般的な基準に加え、文化財庭園等景観形特別地区及び水辺景観形成特別地区では個別の規制を定めています。

	107
	都市の景観を最も阻害している要因は、電柱や電線です（“くもの巣”）。せっかく公共物や私的建物の外観にお金をかけても、電線類がそれらを台無しにしています。そこで、江東区内の景観を重視する主要な道路を指定し、そこから電柱類を除去するよう公共機関に協議して下さい。一方で、電柱の建柱使用料を、東電等に空間阻害率に基づいて求めて頂きたい。今の建柱料は阻害の割りに安すぎるのでそこから攻めよう。
	現在、富岡地区において電線共同溝による無電柱化モデル事業を施工しています。また富岡地区に続く無電柱化整備計画を策定しています。今後、通行の確保、都市景観の向上及び災害時の避難路確保等を目的に無電柱化を進めていきます。電柱の建柱使用料（道路占用料）は、土地価格に応じて設定しており、激変緩和も考慮しつつ３年毎に見直しを行っています。



	108
	１．まず何をおいても電柱の地中埋設をすべき。特に狭い路地では、空間の有効利用にもなり、早急に進めるべきかと思います。

２．その次に屋外広告物のサイズの統一、路上への張り出し制限、そしてショッキングビンク、蛍光色などの色使用禁止。→私権のある程度の制限を。

３．歩道路面の材質、色の統一、公共施設、広告物の形、色、材質の統一を推進するべきと思います。
	１．現在、富岡地区において電線共同溝による無電柱化モデル事業を施工しています。また富岡地区に続く無電柱化整備計画を策定しています。今後、通行の確保、都市景観の向上及び災害時の避難路確保等を目的に無電柱化を進めていきます。

２．東京都屋外広告物条例に基づき看板の色、路上への制限、ネオン管の使用と色規制等を行っています。
３．周辺との調和等について景観形成基準に定めています。



	109
	（４）萬年橋、（５）清澄庭園の周辺は今でも充分きれいだと思う。（３）隅田川景観形成の基本方針⑤人と水辺が接する環境の整備。永代橋からの遊歩道も整備はなされていると思う。○木場駅前は、明るくすっきりとして、美術館やイトーヨーカドーへ行くお客様に恥ずかしくなくなりました。○門前仲町１丁目、駅からバス停周辺の整備。豊洲、お台場方面へ、学生、若い方達、観光客が始発で利用するので、恥ずかしくないようにしていただきたい。富岡は江戸をイメージ、門仲は新しいイメージ。
	道路やアーケード、店舗等の建築物それぞれが、今後改修等の際に本景観計画に基づき順次、改善されるよう誘導していきます。

	110
	江東区には自然がないのだから、自然環境に包まれた、自然と共生しながら、は使ってはいけない。自然に近づける。人工でも癒す安らぎがあるように。いやしからいやしいに変わっていると思います。自動車からタバコの投げ捨てを注意したら反対に恐喝されました。ハードはすばらしいけど、ソフトは低すぎる。
	都市の自然再生に向けて、水辺の緑化による自然回復や身近な自然の生き物を呼び寄せるポケットエコスペースを整備して、エコロジカルネットワークの形成に努めていきます。

	111
	１．景観計画内の街灯、ガードレール、橋、橋の欄干等（公的のもの）の色彩の統一と、それに近接する私的なものは色のマッチングを旨とする施策を講じる。

２．電柱の埋設化の推進、

３．ネオンサインの規制　

４．街路樹の種類の統一、

５．広告物（街頭で目にする）の規制　

６．50年～100年計画で運河の両側に幅広いプロムナードを建設する。

７．道路の一方通行化推進
	１．橋の新設や色彩の変更等については、条例に基づく景観計画届出対象となっており、周辺との調和を図っていきます。

２．現在、富岡地区において電線共同溝による無電柱化モデル事業を施工しています。また富岡地区に続く無電柱化整備計画を策定しています。今後、歩道の確保、都市景観の向上及び災害時の避難路確保等を目的に無電柱化を進めていきます。
３．５．東京都屋外広告物条例に基づき看板の色、路上への制限、ネオン管の使用と色規制等を行っていますが、今後は、より実効性を高めるよう景観計画と連携した指導を行っていきます。
４．地域住民の意向等を踏まえながら検討していきます。
６．事業主体である東京都にみどりの帯づくりや歩行空間の形成を働きかけていきます。

７．交通管理者である警察署にご相談ください。



	112
	１．水に関して、川のごみの除去と、投げ入れられた物や泥をさらうなどして川をきれいにして欲しい。水が少なくなると捨てられたものが目立って汚い。

２．橋に関して、ペンキのはげた錆の出ている橋が多く悲しい思いでみています。色彩基準に則って塗ってください。

３．空に関して、きれいな水面とともに大きな空がみたいと思っています。例えば、鶴歩橋の横にある送水管（？）などは地面に埋めてください。大きな空が水面に映るし、川からの眺めも良くなるでしょう。
	１．定期的に清掃船で取り除いています。また、汚泥、ヘドロの処理は計画的にしゅんせつしています。投げ捨てられた自転車やタイヤ等については定期的に調査し撤去に努めます。
２．工事量の増加を行い、適切な維持管理に努めていきます。色彩については、色彩基準に沿って行います。

３．企業者に要望していきます。

	113
	１．電線類地下埋設、電信柱撤去

２．石畳の歩道

３．水の浸み込むアスファルト・木かげ（→ヒートアイランド化の防止、植物の生態系を変えない）

４．土手、“あし”とかの湿地
	１．現在、富岡地区において電線共同溝による無電柱化モデル事業を施工しています。また富岡地区に続く無電柱化整備計画を策定しています。今後、歩道の確保、都市景観の向上及び災害時の避難路確保等を目的に無電柱化を進めていきます。

２．３．地域のまちづくりを考える中で参考とさせていただきます。

４．親水公園内の水路では水辺地の一部で“あし”の植栽を行っています。

	114
	隅田川の流域のなかでも永代橋付近は多くの人が写真を撮る景観のよい場所ですが、交通のアクセスが悪いのが難点です。地下鉄は仕方ないですが、

１．土日の都バスの本数増や水上バスの停船所を作るなどできると思います。また、水上バスは料金が高すぎて不便。もう少し安く、停船所を増やすなど工夫したほうがよいと思います。

２．また、永代公園は荒れているので芝生をはり直すなど整備したほうがよいです。
	１．ご指摘内容については東京都交通局及び各水上バス営業会社に送付いたします。

２．今後の公園改修計画や芝生広場設置計画に合わせて検討していきます。

	115
	江東区における景観計画（素案）７章について述べさせて戴きます。知ってのとおり、江東区の歴史は江戸期に始まる海浜部の埋め立てによって、現在の江東区の原型ができあがりました。そして現在でも水辺は壊され続けています。豊かで美しい景観とは、人工的な造形物ではなく自然地の復元が基本だと思います。これまで自然地を破壊してきたことを反省して、“自然地を返す”方向へと軌道修正することだと思います。それこそが本当の区民が望む生き物たちの命が輝く美しい景観だと思うのです。人間だけが美しいと感じて、生き物たちが死滅してゆく環境基盤では、だれも美しいとは感じません。人間もまた地球に生きる一つの生き物であることを認識すべきでしょう。
	都市内の樹林地や河川等水辺地は、野生動物の生育地として生態系を構成してくれます。みどりの増加を図り人と自然地が共生する都市環境の構築に努力していきます。

	116
	１．第３章景観形成の基本方針について、（１）①～⑥まで賛成です。特に③と④に期待します。（４）芭蕉が住み、北斎が描いただけではインパクトうすい気が･･･。伝統的な職人とか深川のまつりとかの方がひかれます。

２．第７章、（２）事業者の役割と予算の具体的な公表が必要では？低予算で区民が協力しあってボランティアとかで地道だが着実に地元に残るものが良いと思う。

３．（５）区民団体と業者の違いは？予算は？新しい団体を作るの？○税金を安くして下さい！！都市計画税は高いです。景観で気になるのは高い建物です。人口減少にむかう中、高層マンションは必要ですか？空が見えて日当たりが良い＝望む景観です。それなのに高層マンションを次々に建てている。それなら税収が増えているので、せめて税金を引き下げるべきです。
	１．深川萬年橋景観重点地区の景観形成の目標として、萬年橋にゆかりのある芭蕉と北斎について記載しています。

２．事業者の方には個々の建築計画の中で本計画に基づき具体的な景観形成を行っていただくものであり、したがって、区の予算措置はありません。

３．区民団体は景観形成のための活動を行う組織であり、事業者は前述のとおりです。

区民団体は区民の方が自発的に組織されるものです。その団体の景観形成のための活動が助成要綱に適合する場合には、助成金を交付することができるとしています。

	117
	荒川堤防の景観について

清砂大橋下から葛西橋あたりまでの間の堤防法面両側に芝が無く、コンクリート剥き出しになっていることです。表法面は当然ですが裏法面方向の景観も気になります。コンクリート剥き出しの法面と裏小段の道路が続いているから余計に無機質な景観と感じるのだと思います。また、堤内建物３階窓から見た場合には上段法面が視界正面に入ると思えます。２階からは上段と下段法面が見えると思います。したがって付近住民には寂しい灰色な景色が見えると推測します。この状態を改善すべく、江東区においては国交省荒川下流河川事務所に申し入れると共に、独自でできることに注力願いたい。江東地域住民にとって「荒川や荒川堤防を含めた荒川砂町水辺公園」が江東区景観計画の景観基本軸や景観重要公共施設に指定されていないことは不思議なはずです。国民・都民であり江東区民の私も景観計画の原点から考えて、荒川河岸を江東区景観計画で具体的形として大事に取り扱うことを希望します。


	管理者である荒川下流河川事務所に、ご意見を伝えていきます。
下記のとおり記述修正を行いました。

【68ページ16行目】

①荒川、旧中川、北十間川をはじめとする水辺・親水公園・みどりなどの自然資源を活用した景観の形成について


	118
	朝凪橋と豊洲橋の間に、かつて豊洲一体の工場への引込み線として活躍していたＪＲ貨物専用の橋がありました。現在は橋脚のみが豊洲運河の中に残されています。この橋脚を利用して、新たな橋を造っていただけませんでしょうか？朝凪橋の歩道は、昔に比べ、昨今は人の往来がとても激しくなっており、自転車どうしの事故も散見するようになってきました。最近の急速な再開発で、すっかり街の様子が一変してしまった豊洲地区ですが、超高層マンションがとても増えて、真新しい建物や人口の増加に「橋」の古さが追いついていないと感じます。地域の利便性を、ご考慮、ご検討いただきたく宜しくお願いいたします。将来の東京オリンピック誘致や築地市場の豊洲移転なども意識した、景観のよい橋の設置を、是非ともお願いしたいと思います。もし可能であれば、車道のない「人道橋」でよいと考えております。長らく豊洲地区に住んでいました者たちにとっての悲願です。
	平成６年度から４橋の新設橋梁を架設してきました。新たな新設については需要等を見ながら、検討をしていきます。

	119
	１．【基本理念がよく分からない】基本理念というよりも江東区の景観カテゴリを整理したものとなっている。理念というからには、「景観は将来に承継すべき区民の共有する風土資源（風土資産）と位置づける。」とか「景観をまちづくりを考える基軸とする。」とか「理念」、「考え方」を明確にすべきである。

２．【時間に耐えうる景観】表層的ないわばデザインが今日的なものは、陳腐化するし、陳腐化したデザインは寂れた印象を与える。そういった意味で、どのような景観を創出し、育む方針なのか、もう少し議論があっていいのではないか？時間に耐えうる（あるいは時間が経つことで価値の増す）景観づくりを望む。

３．【景観のアーカイブス化】時代の進展に関わらず保存すべき景観、時代の要請に応え移り変わる景観などの区分もありうると思われるが、将来に継承すべき風土資産として景観を位置づけるとすれば、アーカイブス化も検討すべき事項と考えられる。


	１．下記のとおり記述修正を行いました。

【3ページ4行目】

　良好な都市景観は、私たちの生活にうるおいや活気をもたらす、区民共有の資産です。

　景観を守り、育み、そして次代に継承するため、次の5つの基本理念を掲げ、良好な景観形成に取り組みます。

２．景観計画に景観形成の基本方針や景観形成基準などを定めています。

３．景観重点地区や景観重要建造物等の指定などにより、将来に継承されるものと考えます。



	120
	【新小名木川水門等の塗装工事実施について（提案）】深川萬年橋景観重点地区では都市景観重要構造物である萬年橋を中心として良好な景観形成を進めるとなっています。萬年橋景観のビスタポイントは、何といっても隅田川テラスから小名木川方面を望んだ景観だと思います。薄緑色のトラスが小名木川の水面と茶系統の周囲建物やテラスに調和して美しい景観を形成しています。しかしそれが萬年橋の背後にあるブルーの３水門とその上にある横長の灰色構築物によって壊されています。日光が水門に当たっている時は萬年橋自体の美しさをより損ねています。この地区は芭蕉とゆかりもあり伝統的風情ある景観が望ましいし、洋画的に云えばセザンヌ風色調が好ましいと感じます。同水門の管理主体である東京都に対し趣旨にあう色彩への塗装工事を実施するよう申し入れ、その実現に向け努力いただきたい。


	水門の管理は都であることから、水門の色彩について景観に配慮するよう都に申し入れます。

	121
	特に「臨海景観基本軸」を中心として申し上げますが、本景観計画が目指すものとして、「豊かな水辺とみどりによる自然が感じられるまち」という表記があります。区民が直接的に触れる事が出来る水辺と緑でなければならないと思います。東京都「海の森」構想というものがあり、東京湾の埋立地で植林を行っています。しかし、区民が暮らす居住地域とは大きく離れた場所にあり、日々の暮らしにおいて、豊富な緑を実感することができません。いかにして「緑」を感じるかということが重要となります。それは、遠方の「海の森」等を眺めて感じるのでは無く、日常生活の場所そのものに、豊富な緑があるべきではないでしょうか。例えば「臨海武蔵野計画」等と題して、豊洲や東雲・辰巳といった埋立地の集合住宅街に、オープンスペースとしての雑木林を造成し、そこを子供や区民の憩いの場、遊びの場、自然体験を学ぶ場として、同時に、災害時の「いっとき避難場所」のような場所としても活用できれば、この「臨海武蔵野雑木林」は、いくつもの有効な機能が備わります。間伐した木材で、伝統工芸品を生産するなどの、完全なる「江東区ブランド」工芸品も出来るかもしれない。子供をはじめとした区民は、「豊かな緑」という事の本当の意味を知るべきだと思います。「臨海武蔵野計画」等の、暮らしの中で触れる事が出来る緑化計画を明確にして、日照や海風を和らげてくれる雑木林を造成するということを提案申し上げます。
	「みどりと自然の基本計画」においても臨海部に対しては施策として「海辺のうるおいとまちのにぎわいが融合する江東区らしい臨海部の魅力を発信する」とあり、海辺（運河）を望むみどりの街並みづくりを推進し、緑地の確保、建築計画の際の緑化指導、公園の整備等に努めていきます。

	122
	水質向上への取り組みに関するビジョンはないのですか？
	河川水質は改善してきていますが、江東区環境基本計画に基づき、引き続いて水質や底質の調査を実施して実態を把握するとともに、河川の汚れの原因になっているヘドロの除去、ゴミ等の浮遊物の清掃を行い水質の浄化に努めます。また、河川のよどみを改善したり水辺の整備を関係機関と連携して推進します。


	123
	１．【災害時の対応を前提とした計画策定方法の提案】江東区は、近々起こりえるとされる大災害時には橋脚落下等で交通が分断され、避難、救急等に大きな障害が発生すること、及びこのための水路を活用した緊急時対策の必要性を思っております。また水辺側の遊歩道は様々な緊急車両が使用できる幅を確保する必要があるかもしれません。よってまず災害時に対応するグランドデザインを策定し、その上で具体的な景観計画を検討することを提案するものです。素案に掲げられている各種の計画そのものには大いに結構なことだと思っていますが、これらの大災害への対策が見えてきません。本素案とは別な科目になるのかもしれませんが、災害対策とどのように連携しているのか素案では不明でしたので、以上の提案意見を申し上げた次第です。

２．【工作物の色彩基準について】色彩の検討には印刷物が用いられています。（例：江東区発行「まちなみ景観色彩ガイド」）しかし、ＣＭＹＫの印刷色と実際に着色される塗料色とでは相当な開きが出てしまいます。紙と壁素材の媒体にも係わってきますが、塗料による色彩ガイドの作成を提案します。以上、細々したことを申し上げましたが小生も微力ながら本計画に協力をして参りたいと思っております。
	１．区の災害対策は、河川・運河等の水路の活用を含め、江東区地域防災計画の中で、対応しています。また、現在遊歩道として開放している運河は、耐震補強護岸で、東京都が施工しているため、緊急車両の使用と幅員の確保の提案については、都に要望していきます。

２．現在の本区景観色彩ガイドについては、推奨色の見本とともにマンセル値を記載しており、この値から実際の塗料の色を検索していただくとともに、個々の指導に当たっては塗料による見本帳も活用しています。塗料による本区色彩ガイドの作成については、費用対効果等について検討していきます。

	124
	豊洲地区は開発が進み魅力ある街として、注目されるようになりました。また、子育て世代が多く住む地域として、学校（保育園、幼稚園を含む）もあるし、子ども達の視点から見る街づくりが急務であると思います。今、一番この地区に不足していることは、安全、安心で快適な子どもの遊び場　施設、空地の緑化と開放など、企業と連携をとり、進めてほしいと思います。それが豊洲のイメージアップになると思います。
	個々の街区の整備を図る事業者と協議し、広場や緑地の整備・開放に努めていきます。

	125
	折角の計画なのですから、路上駐車、駐輪、更に植木鉢等の公道にはみ出し、非常時には危険です。それに見苦しいです。自分さえよければはもうやめて！！一人一人がルール、秩序を守る事に区をあげて取り組んで欲しい。また、歩きタバコのポイ捨ても。特に路地裏。
	１．放置自転車につきましては、休日を含めた日常的な警告、撤去を継続し、路上の安全確保と街の美観維持に努めていきます。

２．道路上に植木鉢等の物を置くことは、通行の妨げになることから、区報等で道路を適正に使用するよう呼びかけるとともに、パトロールや指導を行っています。

３．歩きタバコについては啓発活動等により喫煙者のモラルの向上を図るとともに防止条例を準備中です。

	126
	１．砂町水辺公園の荒川河口から若洲海浜公園へ続く遊歩道を整備し、サイクリング、ウォーキング、ジョギング等ができるようにしてほしい。

２．また、砂町水辺公園の荒川土手に桜の木を植え、東大島の千本桜の様にしたらどうか。
	１．国有地と都有地が混在し、用地管理目的が違うため、それぞれの管理者にご意見を伝えます。
２．洪水河川の河川区域内の高木植栽には厳しい制限が課せられています。この点を踏まえながら、国交省にご意見を伝えます。

	127
	「臨海部の水辺空間」についてですが、川や海辺を、ピクニックでもしたくなるような、お台場のような空間にしてほしいです。「木場」は見た目が大変悪く、折角の水辺がもったいないです。（東雲の）おしゃれなハーバーのようなリゾートのような景観にしてほしいです。
	臨海部につきましては豊洲埠頭や有明など、今後、整備が予定される水辺空間が多くあり、誰もが親しめる開放感のある空間となるよう努めていきます。



	128
	萬年橋について、萬年橋照明化、私は反対です。お金についても、今エコの時ムダです。夜は夜です。清洲橋もピンクは止めてほしいと思っています。一人よがりです。近隣の人々はどう思うのか。明るくなってよその人が夏タムロしているのも良くありません。余分のお金があるのなら税金など安くしてください。昔の図書館もバタバタこわして、もっと昔の良いものも大切にしてゆく事は考えられませんか。一度失ったものはとうてい戻りません。もっともっと安易ではない考え方して下さい。白河小学校もよそへ売られ、なさけない限りです。せめて貸し出してほしいものです。“白河小”後の学校も初めから内々に決定していたのでしょう！！今学校の回りは車が待っていて、とっても迷惑しています。注意はできませんか。調べてください。お金があったら買い戻してほしいです。
	萬年橋は、現在も地域のランドマークとして親しまれていますが、夜間景観においても充実させ、より一層愛着を持っていただけるようライトアップ事業を進めています。
車の違法駐車に関しましては、所轄警察署にご指摘の内容を送付いたします。


	129
	景観計画すばらしいですね。期待します。しかし、景観に入るかどうか生活に関係ある事項、区内にある公園の過ごし方、人と車の関係、公園でいながら安心して散歩できない。荒川河川敷、葛西橋近くの波状の階段河川敷、釣舟によって使用不可。景観のじゃまになっている。目的が違うのでは。釣舟の多さ、東西線から下り、河口のゴミの処理の放置、そして河川敷に散歩に来たい人の為の道の整理、介護車の駐車場、駐車場がない。空地あるのだが･･･。景観にはいるかどうか、もっと現実を見て考えをまとめて欲しい。


	利用者の増加に伴う様々な問題の解決のため、公園の改良を行ったり、危険な行為を規制するなど、安全にご利用いただけるよう一層努めていきます。

荒川に係留している釣船やゴミの問題については、河川を管理している国土交通省荒川下流河川事務所に申し入れます。駐車場については、今後の検討課題とさせて頂きます。

	130
	美しいまちづくりのための前向きの取り組みに賛同いたします。美しさは、外から見た美しさだけでなく、生活に根ざした暮らしの美しさが醸し出されるものであると思います。便利さが先行して、人の心の豊かさが後になるまちづくりは、もったいないです。住んでいる方々が無理なく守っていける美しいものが広がる作り方を願っております。非常に難しい意見かもしれませんが、よろしくお願いします。
	本景観計画は「都市景観とは建物や道路などの見に見える質的向上のみならず、人間の心の豊かさ、地域イメージや文化の向上につながるものでなければならない」との考えに立ち策定しています。

	131
	人にやさしくやすらぎのあるまちについて、

１．豊洲運河の両岸をオレンジの街路樹にしてほしい。オレンジ色を見ると幸せな気分になること間違いありません。実は食べられなくてもかまいません。寒い冬に暖かな色を見ると心が安らぎます。よろしくお願いいたします。

２．豊洲～築地市場前の道路を、江東区の花さざんかの街路樹にして、江東区のシンボルにして欲しい。よろしくお願いいたします。
	１．「水辺の並木に柑橘系樹木を」とのご提案については、種類等を検討していきます。
２．都道管理者である、第五建設事務所に伝えます。

	132
	東雲、都民タワーの隣を走っています高速道路（カーブしている部分）をトンネルのように囲ってほしいです。この部分が一番マンション、東雲水辺公園に近く、騒音、排気ガスが気になります。景観が良いだけにあの音さえなければ、と思ってしまいます。都民タワー近隣住人の健康のためにも、ぜひ、ご検討頂けますようお願いいたします。
	毎年、東雲二丁目付近の湾岸道路および枝川二丁目付近での首都高速９号線の道路交通騒音を測定していますが、平成１９年度については、両方とも環境基準を未達成でした。この結果は、都へ報告され、各道路管理者の道路改善への資料となります。また、排気ガスについても、毎年、東雲交差点において東京湾岸道路の自動車排出ガス調査を実施しています。平成19年度については環境基準を超過していませんでした。

なお、以前にも同様な意見が寄せられており、担当課から、首都高速㈱東東京管理局調査環境グループに対し、意見を伝え、配慮をお願いしているところです。



	133
	マンションが建ちすぎです。これから住む人ではなく、今住んでいる人の事を考えて下さい。公園にも光が当たらなくなり、子供達が光のない所で遊ぶ事になります。マンションは大事なのか？子供達が大事なのか？今住んでいる人が大事なのか？これからの人が大事なのか？考えてください。
	高層建築物の建築の際には、オープンスペースの設置や隣棟間隔の確保など、景観形成基準に則り指導していきます。


	134
	無駄なイルミネーション、ライトアップは抑えてほしい。そういった文化もあるが1年中365日ギラギラ光らせる必要があるでしょうか。週末だけとか、毎月の○日とか、決めた日だけライトアップした方が新鮮であり、環境にもいいと思います。
	戴いた意見も含めて、ライトアップの点灯時間帯等については、周辺環境に配慮した時間帯に設定いたします。

	135
	アムステルダムやベニスのように、水路を上手に交通の場にしたら良いと思います。観光客のための手漕ぎ舟、発着場に和風の飲食店、人力車などを用意します。この辺りの広告を完全に規制し、文字を江戸文字、相撲文字に限定、色も白、黒、緑、茶、藍色などの昔出せた色に限定（赤、黄も含む）。どんな大手の広告も全てこの規制に沿ったものにする。すべて縦書き、若しくは横書きにしたら、右から読む広告にするのもおもしろいでしょう。清澄庭園内から見える外側の空いている土地に、火の見やぐらを設ける。水路の両サイドにある遊歩道には、江戸時代にあった屋台、出店などを出店許可する。夜も9時ぐらいまでは手漕ぎ舟を出すなど。夜に出店のちょうちんがたくさんあると、ちゃんとした飲み屋街。一般のサラリーマン、観光客（外国人含む）が集まるでしょう。
	貴重なご意見として参考にさせていただきます。

	136
	タイトル『美しい緑と水辺があなたを癒す・江東（の街）』

京葉道路沿いを緑道にしませんか。神宮のイチョウ並木のような景観を。丈夫な樹木を植えることを提案します。緑は人々の心をなごませ、また、暑い時には涼しい木陰を人々に提供する。温暖化ストップにも貢献する。私が毎年二度出かけているバンクーバーのダウンタウンの至る所の通り沿いには、メープルの樹が植樹され、暑い夏にも木陰が歩行者を涼しく包んでくれる。秋には赤や黄色や橙色に染まり、楽しませてくれる。葉は落ちても色美しい。日本のイチョウもそうですね。道路沿いには是非樹木を。葉も丸裸にしないで下さい。家の前の木は丸裸になる。反対。
	国道管理者である、東京国道事務所に伝えます。

	137
	丸八橋について

水辺景観を生かした歩行者ネットワークの形成とありますが、丸八橋は太鼓橋であり、橋の上からは川の様子を見ることはできず（橋の高さがあるので恐い等）、景観も何もありません。また高齢者も、渡るにもたいへんそうにしており、私自身も子連れの際は、迂回しております。是非、歩行者にやさしく楽しめるような橋をつくっていただければと考えております。

	都道管理者である、第五建設事務所に伝えます。

	138
	計画には特に触れていませんが、

1． 道路の掘り返しについて一言

せっかく歩道をレンガ敷に改良したが、掘り返した跡を黒いコールタールの様な舗装剤で埋め戻している。美観を害すること著しい。元のままのレンガで修復するよう業者に義務づけるべし。

２．生活ゴミを歩道脇に野積みしているが、真に見苦しい。対策や如何。

３．景観計画もよいが、足下の基本的なマナーへの心配りも大切です。
	１．その日のうちに工事を完了することができない時は、黒いアスファルトを使って仮の舗装を行い、通行できるようにします。そして後日、元々の舗装がレンガ舗装であれば、それと同じ形で復旧するよう指導しています。

２．現在ごみの集積所につきましては周辺住民の方々に決めていただいています。東京の住宅状況から考えますと、道路以外に集積所を確保することは難しいのが現実です。清掃事務所では、ごみがでている時間をなるべく短くするため、午前8時過ぎよりごみの収集作業をおこなっていますが、今後景観という視点を考慮し対策を研究していきます。
３．「みんなでまちをきれいにする条例」を制定し、喫煙マナーアップやポイ捨て、犬のふんの放置禁止などマナー向上の普及・啓発に努めているところです。

	139
	臨海景観基本軸につき、目標、方針は結構と思います。具体的な事業として、

１．電柱の地中化　

２．高層マンション、ﾋﾞﾙに対する緑地比率の明確化―ビルばかりとなり、殺伐としている。

３．既存の建物に対する改善支援　

４．道路より出ている部分を削る工事に補助。歩道拡幅実現のため。

５．看板、壁の色、形状のモデルを具体的に、事前に提示する。届出を待つのでは遅い。よろしく、期待しています。
	１．現在、富岡地区において電線共同溝による無電柱化モデル事業を施工しています。また、富岡地区に続く無電柱化整備計画を策定しています。今後、通行空間の確保、都市景観の向上及び災害時の避難路確保等を目的に無電柱化を進めていきます。

２．「江東区みどりの条例」に基づき同条例施行規則の中で定めています。

３．建替えあるいは模様替えの際に本計画に沿った内容とすることとなります。その際には技術的支援を行っていきます。

４．幅員４ｍ未満の細街路については、門や塀等の撤去・移設に対する助成制度があります。

５．色彩については別途色彩ガイドを策定し、提示することとしています。形状については個々の建築場所によりふさわしいものが異なること、また、それぞれの設計のコンセプト等により異なるものであり、景観形成基準の中でどのようなものをつくるのか、建築主の工夫や個性が生かされるべきものと考えており、モデルを作成する予定はありません。


	140
	（2）豊洲１丁目地先の貯木場跡地は、屋形船の係留地とする案があるようだが、ヨットの係留基地とすべきである。隅田川やララポート前やレインボーブリッジ周辺に、白いセールの舟が浮かんでいる風景は、絵になると思いませんか。ニースやケアンズの海辺の風景のすばらしさは、舟あっての事であると思います。
	管理者である東京都にご意見を伝えます。

	141
	p.14下段、p.64中段について

江東区景観計画（素案）に対しましては、その趣旨に賛同し出来る限り協力させて頂きたいと考えますが、規制の方向ならびに内容につきましては、ニーズにあった安定で廉価な電力をお届けする上での高いハードルとならないよう、ご配慮くださいますようお願いいたします。

また、電線類の地中化につきましては、国レベルで策定された「無電柱化推進計画」に則り、関係省庁・関係事業者からなる「無電柱化推進検討会議」における合意に基づき実施しておりますことから、これとの整合についてもご配慮くださるようお願いいたします。
	現在、富岡地区において電線共同溝による無電柱化モデル事業を施工しています。また、富岡地区に続く無電柱化整備計画を策定しています。今後「無電柱化推進計画」に基づき、通行空間の確保、都市景観の向上及び災害時の避難路確保等を目的に無電柱化を進めていきます。
なお、事業を進めるにあたっては、関係機関と調整を図りながら進めていくことになります。


	142
	豊洲２・３丁目地区におきましては、質の高い都市空間の形成を目指し、同地区内の法人地権者で構成する豊洲２・３丁目地区まちづくり協議会にて、「豊洲２・３丁目地区まちづくりガイドライン」を策定し、安全で快適なパブリックスペースの一体的な整備を目指しています。

同ガイドラインでは、ウォーターフロントという恵まれた立地を生かした景観形成について具体的な考え方を示しています。各街区で施設計画が立案されるたびに、同協議会の下部組織である計画／ルール部会において、専門家を交えた審議の場に付し、同ガイドラインとの整合性やよりよい街づくりへ向けた協議・調整が活発になされております。

江東区景観計画の策定ならびに景観専門委員会等における運用の場におかれましても、上記ガイドラインの運用状況を極力尊重いただき、齟齬が生じないような対応をしていただきますようお願いいたします。
	「豊洲二・三丁目地区まちづくりガイドライン」は、良好な景観形成に資する内容であると考えています。個々の具体的な建築計画に際しては、本区景観計画及び同ガイドラインと整合した建築計画となるよう事前協議等により指導していきます。

	143
	このたび江東区に住む知人からこのパブリックコメントのお話を頂きました。丁度、私たち６人は日本景観フォーラムを立ち上げようとしていた次第です。現在のところ具体的にパブリックコメントは持ち合わせておりませんが、ITを用いた景観合意形成のシステムを提案しようかと考えておりました。今回はホームページに掲載しようと考えております設立趣意書と事業内容をお送りさせていただきます。この団体は、勿論非営利団体で、社会が良き景観形成を通じて本来の豊かさを享受できればということを考えている団体です。いずれ、NPOになりたいと考えております。
	―――――

	144
	景観とは、空間や環境と人との関係を示すものであり、誰（視点）にとっての景観なのかを踏まえることが必要です。「愛着を持つ」のは区民や事業者であるのに、その区民や事業者が「協力」するだけになっているのはやや違うのではないかと思います。行政と区民等が「協働」していくべきものではないでしょうか。当初は行政がリーダーシップを発揮し区民たちに「協力」してもらってもいいのですが、景観教育を行うことでいずれは「協働」できるようにしていく必要があり、その旨を計画に盛り込む必要があると思います。そのためには、計画策定で終わるのではなく、計画の見直し（時期や方法）等も必要であり、その旨明記すべきではないでしょうか。
	下記のとおり記述修正及び新たな加筆を行いました。

【67ページ6行目】記述修正

地域の個性や歴史・文化を守り、育て、つくり出すためには、区民・事業者・ＮＰＯ団体は、景観形成の主体として取り組むとともに、行政と協働して景観形成を進めていく必要があります。
【2ページ15行目】新たな加筆

本計画は、これまでの江東区の歴史や文化、まちづくりの状況を踏まえ策定したものであり、今後のまちづくりの進展や関連する法令の改正があるなど、内容の見直しや修正がある場合には、都市景観審議会の意見を聴き、対応を図っていきます。

	145
	伝統のある下町文化を継承する街づくりに関して、ハード面についてコメントします。既に、いかにも「下町でござい！」と言うような、わざとらしく昔風の悪趣味な建造物（例えば、黒船橋上の船形の植木鉢、橋横の常夜灯、松尾芭蕉の作り物などなど）がありますが、この機会に撤去を考えましょう。他区に住んでいる友人達から、江東区のセンスの悪さを笑いものにされています。今から古いものは作れません。古いものは新しい環境の中に溶け込ませて、なるべく残すことを考えるべきです。


	１．都道管理者である、第五建設事務所に伝えます。
２．景観計画では、歴史的・文化的な景観資源の周辺の建築物等は、その雰囲気を壊さないよう配慮することとしております。また、景観上重要な建造物等については、都市景観重要建造物に指定することでその保全を図っていくこととしています。

	146
	【１．素案に関する感想】江東区の資産である伝統と未来、それらを繋げている水辺をテーマとしている点が、他の行政地区の景観計画と比べ特徴あるものであり、区民として誇りの持てる内容であると思う。また、基本理念として“都市環境を意識したまちをつくること”を掲げていることは、環境負荷の観点からとても良い内容と思う。

【２．素案に関する意見とその背景－第7章　計画の策定・実現のために(1)江東区都市景観審議会の役割に関して】『意見』１事業が大きな影響を与える事案に関しては、“勧告や変更命令”を上回る行政によるきめ細かなマネージメントを行うべく、行政の該当事業への参画、若しくは、江東区都市景観審議会が命ずる第三者機関（区民やＮＰＯなど）の事業への参画や監視活動を行わせるような統制を提案する。『背景』行政が地域住民の民意を汲みながら、事業に対して１つ１つ認可認証する現状だと、民意の反映や意思決定までの迅速性がなくなる課題があると思われる。若しくは、審議会が形骸化するリスクが考えうる。上記課題を解決すべく、行政若しくは区民が事業へ可能な限り細かく入り込めるしくみづくりが有効であると考える。


	景観計画に、建築行為等の届出に関する手続の流れについて記載しています。

大規模な事業について区が直接参画することは困難ですが、大規模な事業については都市景観専門委員会で計画ができた段階で建築主等から説明を受け、必要な改善を指導し、改善案についても同委員会で説明を受けることとしており、計画内容が改善されない場合、勧告や変更命令を行うことになります。

	147
	１．【第１章　景観計画の策定趣旨について】江東区基本構想や「江東区みどりと自然の基本計画」との関連性を整理しては如何ですか。尚、「江東区みどりと自然の基本計画」では、「序-１．計画の策定にあたって」の「(2)「江東区みどりと自然の基本計画」の位置づけ」の中で、江東区基本計画や江東区環境基本計画との関係性を説明しています。併せて、「江東内部河川整備計画」（都建設局）だけでなく（第６章・２・(2)河川）、「東京の水辺空間の魅力向上に関する全体構想」（都産業労働局）とも連携をはかるようにしては如何ですか。

２．【第３章・１・(6)水辺に関する現況について】③では、親水公園について、「細長い地形や歴史的経緯を生かし、交差する橋の下をくぐれるよう連続性に配慮された園路は、一般道路との平面交差の少ないことが特徴です。」と有ります。しかし、一部の区域を除いては、橋梁を撤去する筈です。(8)・「④水辺景観を生かした歩行者ネットワークの形成」の通り、「「水辺の散歩道」や「潮風の散歩道」、親水公園などの景観資源と、緑道、街路樹が植栽された歩道と連携を図りながら、これらを結んだうるおいのある歩行空間のネットワーク化を図るとするなら、橋梁を撤去する際には立体交差を造る必要があります。また、「歴史的経緯を生か（す）」とするなら、撤去する際に、何らかの形で、嘗て存在したことが分かるよう、近くに模型を展示する等の工夫が必要になります。橋梁を撤去する方針との整合性をこの中で明確にする必要が有ると思います。

３．【第5章都市景観重要建造物等の指定の方針について】指定した場合、維持・管理の為に、何か援助が必要と思います。（金銭による援助が一番効果があると思います）。
	１．景観形成において、みどりは非常に重要な要素となります。そのため、景観計画の策定に当たっては、「江東区みどりと自然の基本計画」との記述の整合を図っているところです。また、「江東内部河川整備計画」及び「東京の水辺空間の魅力向上に関する全体構想」とも整合しているものと考えています。ただ、本景観計画は建築物やその他施設等の整備計画ではなく、整備に当たっての具体的な景観形成基準を定めるものであり、方向性や基本的考え方等は整合を図るものの、連携を図るという関係ではないと考えます。

２．「みどりと自然基本計画」では「水辺と区内に点在する緑とを連携させて、歩くことが楽しい快適な歩行者ネットワークの整備」として特に河川や運河沿いの散歩道と歩道との円滑なネットワークを形成するため、橋梁の架け替えや隣接敷地の建物更新等にあわせた改善方策を検討するとし、橋梁の撤去に際してはクリアランスがとれる場合は立体交差としますが、物理的に無理な場合は平面交差となっているところもあります。また、橋梁を撤去した場合は「親柱」や「橋名板」をモニュメントとして残すよう工夫していきます。
３．指定状況を勘案しながら検討していきます。
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	新たにできる首都高晴海線沿い、特に有明１~２丁目付近に、少し大きめな公園（緑地帯）をつくってほしい。運河沿いに細い帯状の公園だけでは不足している。今後、予想される選手村などを考えると、更々強く期待したい。


	有明地区の公園づくりは海上公園として都の事業になっており、有明海浜公園や有明緑道公園の計画があります。

	149
	「計画の策定・実現のために」の中において、区民の関わり方をより具体的にされてはどうでしょうか。例えば、ワークショップ等で区民を募り、水辺や文化地区などを具体的に検討したり、整備したりするのはいかがでしょうか。区主導で区民の参画範囲を限定する等で、調整は充分可能かと思います。
	下記のとおり記述修正を行いました。

【69ページ1行目】

（4）景観教育等の普及

　区民や事業者等が、快適な景観の形成を主体的に捉え、また、積極的に良好な景観を守り、育むという意識を身につけるために、区からの情報提供、住民参加型のワークショップの実施や子どもたちを対象とする景観まちづくり学習の促進など、景観教育等の普及を検討していきます。
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	１．第３章の3、4、5並びにオープンスペース、第7章の4について新築マンションの建設にあたって、何度も担当部署に相談にいっても、なしのつぶて。

２．第4章の屋外広告物についての苦情を言っても、取り上げても、解決しようとも思わない。

３．そして町をきれいにする運動として、歩きタバコの禁止条例をつくっても、罰則なしでは何の効果もない。江東区の街のためにまともに考えてくれ。職員全体も。
	１．マンション等の建設にあたっては、事前に公開空地等の整備を指導し、良好な住環境の整備及び市街地環境の形成の促進に努めています。

２．東京都屋外広告物条例に基づき、高さ、大きさ、色彩の制限等を行っています。

３．歩きタバコについては啓発活動等により喫煙者のモラルの向上を図るとともに防止条例を準備中です。また条例違反者には指導等を行うことを検討しています。


	151
	まず、景観計画について、パブリックコメントとして区民の意見を取り込もうとする姿勢は評価します。その上で、以下意見を述べます。

１．景観法に基づく景観計画と景観条例は一体の関係にあり、景観条例が作成される際には、大方の景観計画の内容が定まっているはずです。既に議会の審議を経た景観条例に規定されている事項については、現実には今さら変更しようがないのではないでしょうか。それなら何のためのパブリックコメントなのでしょうか。条例が既に成立している中、なぜパブリックコメントを実施するのか、その意図を伺いたいです。また、なぜ景観条例はパブリックコメントにかけなかったのでしょうか。

２．69頁には、建築確認申請等の前に景観法上の届出を「行うことが必要です」あります。景観法や景観条例にそうした規定がない以上、建築確認申請等と景観法上の届出のいずれを先に行うかは本来事業者の自由意思に委ねるべきと思うのですが、何の根拠に基づいて「必要です」とまで言い切れるのでしょうか。

３．70頁に届出手続きのフローがあり、その中で事前相談を行うことになっています。景観法に基づく届出がされる段階では既に設計が固まり着工が１月前に迫っているはずで、届出以後の区側の指導により設計を変更することは現実に難しいため、事前相談手続は必須だと思いますが、この事前相談は条例上の制度になっていません。条例上、事前相談を義務付け、命令等の担保を付けて、届出前に事前相談を経させるようにすべきと思いますが、そうしなかったのはなぜでしょうか。

４．また、同じく70頁の工事完了届を出させて事後確認をする手続も必須だと思いますが、これは景観法上も景観条例上も規定がありません。やはりこれも条例上義務付け、命令等の担保を付けるべきと思いますが、そうしなかったのはなぜでしょうか。


	１．江東区が景観行政団体となることから平成２０年１２月に景観法に見合った条例に改正しました。改正内容は、強制力を持たせるための手続き的な部分とその他文言の整理であったことから、パブリックコメントは実施しませんでした。

一方、景観計画については、景観形成基準等直接的に区民・事業者に関連することから、パブリックコメントを実施しました。

２．都市景観条例施行規則で定めています。

３．確認申請等の３０日前または１５日前であるため、支障ないものと考えます。なお、手続の流れについては、これまでと変更はなく、事前相談についてもこれまで特段の支障がなかったことから新たに規定しませんでした。

４．都市景観条例施行規則で定めています
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	第３章良好な景観の形成のための事項

　近江八景は室町時代制定、江東八景も永く伝えよう。1989.1.1付江東区報で制定は周知の通り、20年経過。

　江東区景観計画のなかで江東八景臨川部（下町水網地域）主体の現八景に臨海部を含め都市景観変遷にも対処、両部調整融合することを景観計画で提言する。江東八景に対応した景観形成の目標と基本方針を策定、過去の行政実績をフォローして現在に反映、現在の計画策定を未来に繋ぐ長期ビジョンづくりです。

　策定後選定、①隅田川橋梁群（併相生橋明治丸）、②亀戸深川寺社群、③深川庭園資料館群、④河川堀親水緑地列、⑤河川運河網と舟運、⑥⑦⑧臨海部枠。
	江東八景については、平成になってから臨海部も含めた新しい観光スポットを選び、「平成観光絵はがき」としています。
今後、ご意見を参考に検討させていただきます。

	153
	一読した処、各エリアの改良する方向は納得致しました。大変素晴らしいと思います。さしあたり、あえて意見を言うならば、工場、倉庫、又それらに準ずるトラック、コンテナ、タンカーなどを、いかにこの景観計画に折り込んでゆくかという所だと思いました。首都高は渋滞しますし、下の道は歩行者や区民などがあふれています。なのに、アイドリングしながら停車するトラックは道の半分を埋めています。江東区は工業の街でもあります。是非、共生し、古くて新しき街のコンセプトを進めて行って下さい。期待しております。
	交通問題については都市景観とも密接に関連する事項であると考えますが、その対応につきましては今後、ご意見を参考に検討させていただきます。


